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平成２９年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第３号） 

 

                            平成２９年９月５日（火曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ９ 番 佐藤一則議員 

      １．子どもの貧困について 

      ２．所有者不明土地について 

    １ 番 山形紀弘議員 

      １．公衆無線ＬＡＮについて 

      ２．ひきこもり対策について 

      ３．（仮称）まちなか交流センターについて 

    ３ 番 田村正宏議員 

      １．公立小中学校教職員の働き方改革について 

    ８ 番 星 宏子議員 

      １．ＡＥＤのさらなる設置と普及について 

      ２．女性視点の防災対策の取り組みについて 

      ３．地域の見守りについて 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎議員） ここで、子ども未来部長

から発言があります。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 昨日の公明クラブ

吉成伸一議員の会派代表質問の答弁の中で、発言

の誤りがありましたので訂正させていただきます。 

  要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会

議の回数を平成27年度41回、平成28年度71回と申

し上げましたが、正しくは、平成27年度71回、平

成28年度41回でございます。 

  なお、今年度は８月末日までの実績で、既に32

回となっており、相談件数全体を見ると年を追っ

て増加傾向にございます。 

  以上、訂正よろしくお願いいたします。申しわ

けありませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 佐 藤 一 則 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、９番、佐藤一則

議員。 

○９番（佐藤一則議員） 皆様おはようございます。 

  議席番号９番、那須塩原クラブ、佐藤一則です。 

  たただいまから市政一般質問を行います。 

  １、子どもの貧困について。 

  「子どもの貧困」と耳にすると、遠い国の話題

と感じる人が多いかもしれません。しかし、子ど

もの貧困問題は、経済大国日本においても確実に

存在し、拡大しつつあります。 

  厚生労働省国民生活基礎調査によると、2012年

は16.3％と６人に１人の子どもが貧困状態にある

計算になります。子どもの貧困率とは、相対的貧

困状態にある17歳以下の子どもの割合を指し、相

対的貧困とは、貧困ラインに満たない暮らしを強

いられている状態であり、親１人、子２人のよう

な３人世帯の貧困ラインは約207万円となってい

ます。親１人子２人が月収17万円で生活するとい

うのは簡単なことではなく、最低限の衣食住は満

たされるかもしれませんが、教育や将来の投資を

行うことは難しく、その結果、将来の選択肢が狭

められ、貧困の連鎖に陥る可能性を高めています。 

  子どもの貧困は子ども自身が貧困なのではなく、

家庭の貧困によるもので、ひとり親家庭の貧困率

を見ると、日本は50.8％となっており、ＯＥＣＤ

でワースト１位です。一方で、日本のひとり親の

就業率は母子家庭で81％、父子家庭で91％となっ

ており、アメリカ74％、イギリス56％等と比較し
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ても高水準にあります。 

  就業率が高いにもかかわらず貧困率が高い背景

として、ひとり親、特に母子家庭の収入が一般家

庭に比べて低いことが挙げられます。男女間の賃

金格差、職場復帰を促す社会インフラの不足等、

社会構造的な問題が母子家庭世帯をめぐる経済状

況を厳しくしています。日本では、離婚等で母子

家庭になった場合、高い水準で貧困状態に陥りや

すいのが現実です。 

  子どもの貧困問題で最も重要なのは、貧困が世

代を超えて連鎖していくことです。ある機関が世

帯収入と子どもの学力の相関関係を分析した結果、

世帯収入は子どもの学力と非常に高い相関関係に

あることがわかりました。世帯収入によってもた

らされる学力の差は学歴の差としてあらわれます。

生活保護世帯、児童養護施設、ひとり親家庭の進

学率を全世帯平均と比較すると、高等学校等進学

率は、どのカテゴリーも90％以上であり大きな差

は見られないが、大学等進学率では、全世帯が

73.3％であるのに対し、ひとり親家庭は41.6％、

生活保護家庭に至っては32.9％と半分以下となって

います。学歴の差は収入の差となってあらわれます。 

  2015年度賃金構造基本統計調査によると、男の

場合、大学・大学院卒のピーク時の賃金月額が約

54万円であるのに対し、高卒では約35万円と1.5

倍以上の開きがあり、生涯年収で考えると、大

学・大学院卒と高卒では大きな差が生まれます。

これらのデータから生まれた家庭の経済格差が教

育格差をもたらし、将来の所得格差につながって

いることが推測されます。 

  ある自治体では、生活保護を受けている世帯主

の４分の１が生家でも生活保護受給歴があり、母

子家庭では、この割合が約４割にもなり、一たび

貧困層になると世代が交代しても抜け出すことが

難しいことから、次の点についてお伺いします。 

  ⑴子どもの貧困率の現状と推移についてお伺い

します。 

  ⑵子どもの学力が保障される指導体制について

お伺いします。 

  ⑶福祉関係機関と教育委員会の連携についてお

伺いします。 

  ⑷放課後や休日の学習支援についてお伺いしま

す。 

  ⑸就学援助の内容についてお伺いします。 

  ⑹奨学金事業の内容についてお伺いします。 

  ⑺ひとり親家庭の自立支援の施策についてお伺

いします。 

  ⑻貧困家庭に対する保育の確保についてお伺い

します。 

  ⑼ひとり親等の交流促進事業についてお伺いし

ます。 

  ⑽ひとり親家庭の住宅支援についてお伺いしま

す。 

  ⑾ひとり親家庭の就労支援についてお伺いしま

す。 

  ⑿ひとり親家庭の親の学び直し支援についてお

伺いします。 

  ⒀児童扶養手当の制度についてお伺いします。 

  ⒁福祉資金の貸しつけ制度についてお伺いしま

す。 

  ⒂養育費の確保に関する支援についてお伺いし

ます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） それでは、１の子

どもの貧困について、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の子どもの貧困率の現状と推移につ

いてお答えいたします。 

  本市では、現在のところ子どもの貧困に関して
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確かな数字は持っておりませんが、経済的な理由

によってお子さんを小中学校へ就学させることが

困難な家庭に対し、費用の一部を市が援助する就

学援助制度の認定人数が毎年増加していることか

ら見ても、貧困の状態にある子どもは増加してい

ると考えております。 

  なお、本市では平成27年３月に策定した那須塩

原市子ども・子育て未来プランの中で、子どもの

貧困対策の推進を基本方針の一つに掲げて各種事

業を行っております。 

  次に、⑵の子どもの学力が保障される指導体制

についてお答えいたします。 

  子どもの基礎的学力の保障については、一人一

人へのきめ細かな指導をすることが大切であり、

そのために国・県からの加配教員の配置及び市採

用教員の配置等によるティーム・ティーチングな

ど、いわゆる少人数による指導や個別指導、小学

校における専科指導による一部教科担任制といっ

た指導方法の工夫、改善に取り組んでおります。 

  また、全校に配備した電子黒板を用いたデジタ

ル教科書の使用やタブレットなどのＩＣＴ機器を

活用するなど、各学校の状況に応じ対応を行って

おります。 

  次に、⑶の福祉関係機関と教育委員会の連携に

ついてお答えいたします。 

  本市が設置している要保護児童対策地域協議会

において実務者会議を毎月開催し、要保護児童等

の確認、支援方針の検討などを行っております。

実務者会議には子ども・子育て総合センターや学

校教育課、健康増進課など関係機関の担当者が出

席し、連携して対応を行っております。 

  次に、⑷の放課後や休日の学習支援についてお

答えいたします。 

  本市では、生活困窮者自立支援事業の取り組み

の中で学習支援事業を行っております。生活保護、

準要保護世帯の中学生を対象とし、市内10カ所の

公民館で平日週２回、午後７時から９時までの２

時間、自主学習に取り組み、わからない問題等に

ついて学習支援員から教えを受けることになって

おります。 

  また、要支援児童放課後応援事業として、家庭

での養育が困難な状況にある児童生徒を対象に、

放課後、市内２カ所で大人との触れ合いや交流等

を図りながら、居場所の提供や学習支援など一人

一人に合った支援を行っております。 

  次に、⑸の就学援助の内容についてお答えいた

します。 

  就学援助費については、交付する費目として学

用品費、通学用品費、新入学用品費、給食費、修

学旅行費、校外活動費、医療費の７つがあり、経

済的理由により就学困難と認められる児童生徒の

保護者に対し交付しております。 

  なお、交付対象となるための認定要件や交付額

等の詳細については、那須塩原市就学援助費認定

交付要綱に基づき運用しております。 

  次に、⑹の奨学金事業の内容についてお答えい

たします。 

  現在、本市が行っている奨学金事業には給付型

と対応型の制度があり、金額は、給付型は１人１

回20万円、対応型は、高校が月額１万8,000円、

大学等が月額３万円または５万円の選択制となっ

ております。対応型の返還期間については各学校

における就業年限の４倍とし、無利子により返還

していただいております。 

  次に、⑺のひとり親家庭の自立支援施策につい

てと⑾のひとり親家庭の就労支援、⑿のひとり親

家庭の親の学び直し支援については、関連があり

ますので一括してお答えいたします。 

  子ども・子育て総合センターでは３名の母子・

父子自立支援員が、その人に合った自立支援プロ
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グラムの作成、ハローワークや法律相談などの専

門相談窓口の紹介などを行っております。特にひ

とり親の自立には就労して安定した収入を得るこ

とが重要であるため、資格を取得するための支援

として自立支援教育訓練給付金事業、高等職業訓

練促進給付金等事業、高等学校卒業認定試験合格

支援事業等の事業を行っております。 

  次に、⑻の貧困家庭に対する保育の確保につい

てお答えいたします。 

  保育園等の入園については、那須塩原市保育の

実施等に関する規則の中で入園選考基準を定めて

おります。その中で、生活保護世帯であり就労す

ることが必要である場合やひとり親世帯である場

合には、保育の必要性が高いものとして優先的に

入園できるよう配慮を行っております。 

  次に、⑼のひとり親等の交流促進事業について

お答えいたします。 

  ひとり親家庭の会員が福祉の増進を目的に組織

しております那須塩原市ひとり親家庭福祉連合会

において、フラワーアレンジメントを通じた親子

の研修やクリスマスケーキづくりを通じた交流会

等が催され、親と子の触れ合いと心身のリフレッ

シュを図り、会員相互の情報交換や仲間づくりを

推進しております。 

  本市でもパンフレットの配布等により会員の加

入促進に協力をしております。 

  次に、⑽のひとり親家庭の住宅支援についてと

⒁の福祉資金の貸しつけ制度については関連があ

りますので、一括してお答えいたします。 

  ひとり親家庭の親や子を対象とした貸付金制度

には、就学資金を初めとして県が実施しています

12種類の母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度があ

り、市の母子・父子自立支援員が申請の受付等を

行っております。また、貸付金の一つである住宅

資金や転宅資金の貸しつけを通じて住宅支援を行

っております。さらに、ひとり親世帯には県営住

宅や市営住宅の入居者選考における優遇制度が設

けられております。 

  次に、⒀の児童扶養手当の制度についてお答え

いたします。 

  児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安

定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図

ることを目的として支給される手当であり、受給

資格者の所得や養育する児童数によって手当の支

給額が決まります。平成29年３月末時点の受給資

格者数は1,253人であります。 

  最後に、⒂の養育費の確保に関する支援につい

てお答えいたします。 

  養育費とは、子どもが経済的、社会的に自立す

るまで親権の有無にかかわらず親として負担すべ

き子どものための費用であります。市としても養

育費の取り決めは重要と考えており、離婚の相談

があった際に、養育費について情報提供を行うこ

とや専門機関の養育費相談支援センターへの案内

等を行っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それでは、順次再質問を

いたします。 

  まず初めに、⑴の子どもの貧困率の現状と推移

についてでございますが、確かな数字はつかんで

いないということでございますが、貧困にある状

態の子どもは増加をしているということで、その

増加の要因はどのように考えているのかお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 貧困の増加にはい

ろいろな要因があると思いますけれども、１つに

は非正規雇用者が増加し、それに伴いまして収入
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の格差等が拡大したのではないかとは推測はして

おります。また、佐藤議員の最初のご質問にもあ

りましたように、一たび貧困世帯になると、世代

が交代しても抜け出すことが難しいという、貧困

の連鎖というものが大きな問題となっていると考

えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） その対策といたしまして、

現在何か対策があるかどうかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 市としてどのよう

な対策をとるかというご質問かと思いますけれど

も、１回目の答弁でお答えさせていただきました

ように、本市には那須塩原市子ども・子育て未来

プランというものがございまして、その中で各種

事業を行っております。その子育て未来プランを

推進するということが、その課題の解決につなが

っていくのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） その要因の一つとして就

労の問題とかあるということでございましたが、

これにつきましては、就労のほうは別な設問にあ

りますので、そちらのほうで再質問いたします。 

  続きまして、子ども・子育て未来プランの中で、

子どもの貧困対策の推進の中で各種事業を行って

いるということでございますが、その事業内容に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 子ども・子育て未

来プランの中にあります各種事業ということでご

ざいますが、例えば教育の支援としましては、学

校教育における学力の保障や就学援助、それから

生活の支援としましては、先ほども申し上げたよ

うにひとり親家庭の自立支援や貧困家庭に対する

保育の確保、それから保護者に関する就労の支援

として、各種ひとり親家庭等に対します就労支援

等々、それから経済支援としましては児童扶養手

当の給付、それから養育費の確保に関してＰＲを

する、相談に乗るといったところ、プランの中で

は14の事業を抱えておりますので、それらの事業

になります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうすると、最初の答弁

で順次答えていただきましたような事業というこ

とでよろしいですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 最初の答弁で申し

上げた各種事業がその具体的な内容になってござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それにつきましては、次

の項目で再質問させていただきます。 

  続きまして、⑵の子どもの学力が保障される指

導体制ということで、国・県からの加配教員があ

るということでございますが、それはどのような

形で決定されるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 教職員関係のご質問でご

ざいますので、私のほうからお答えさせていただ

きたいと思います。 

  子どもの学力保障関係で加配がどのように決め

られるのかというご質問でございますけれども、
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国・県からの加配につきましては、当然のことな

がら一人一人のきめ細かな指導体制を構築すると

いう、そういう状況をどうつくるかということに

かかってくるわけでありまして、大体の場合には、

一つのクラスの人数の多い学校あるいは学級数の

多い学校、こういったところがきめ細かな指導を

するための条件がなかなか整っていかないという

状況があります。 

  そういったところを踏まえまして、各学校から

その加配が必要とされる状況についてのもの、そ

れから加配の教員をどのように活用して学力向上

するかといった計画、そういった書類を作成して

提出をしていただいて、市教委のほうから県の教

育委員会のほうにその書類を提出して、ある一定

の数の教員の配置をお願いするというような形で

決まっていくわけであります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうすると、こちらから

要望したことについて県のほうから配置されると

いうことで、そのときに要望したものについて、

ほぼ100％ということではないかもしれませんけ

れども、その配置されるのは、ほぼこちらの要求

どおりに配置されているのかどうかお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然のことながら、人の

配置には当然予算が絡む話でありますので、ある

程度大枠として、どの程度の数というものも示さ

れますので、それに沿った形で配置をしていくと

いうことになります。 

  なお、年度途中で状況が変わってきた場合には、

その都度こちらとしても要望は継続して出させて

いただいて、可能な場合には、年度途中でも配置

をしていただけるというケースもあるということ

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） その辺につきましては、

理解したところであります。 

  続きまして、小学校における専科指導による一

部教科担任制ということがあるということでござ

いますが、それらにつきましては具体的にどのよ

うな体制なのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今のお尋ねですけれども、

基本的に小学校の場合には学級担任制度というこ

とでありまして、クラスを担任した先生があらゆ

る教科というか、全ての教科を受け持つというも

のが基本でありますけれども、特に小学校の高学

年においては、だんだん発達段階に応じて、より

教科としての専門性が高くなってくる、子どもた

ちの知的好奇心が高まってまいりますので、それ

に応えるための、より専門性の高い学習というも

のが当然要求されてくるわけでありますので、小

学校の先生方の中にも、当然のことながら中学校

あるいは高校の教科の免許状、免許を持った先生

もいらっしゃいますので、そういったその専門性

をより生かして、子どもたちの興味、関心に応え

られる、そういった授業を実現するためにある教

科を決めて、その教科を得意とする先生が幾つも

のクラスを、特定の教科を担任するというものが

教科担任制と、イメージとすれば中学校と同じよ

うな形であります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それらの制度によりまし

て改善された点、またはどのような形で工夫され

たのか、具体的な例があればお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） 具体的なお話でございま

すけれども、議員ご承知のとおり、本市におきま

しては小中一貫教育というようなことで、９年間

を見通した教育を推進するということでございま

すので、特に小学校における一部教科担任制とい

うものは、いわゆる中学校へのつながりという意

味では大変効果があるというふうに考えておりま

す。 

  ただ、どの学校でもできるかというと、なかな

か教員の数に限りがあったり、それから専門性を

有する教員がうまく配置されているかどうかとい

うものも当然のことながら条件の中には入ってま

いります。そういったことを加味しながら、でき

るだけ私どもとしましても、小学校高学年におけ

る教科担任制ができるような、そんな配置を心が

けているところであります。 

  具体的には、多くやられているものは、例えば

小学校の場合、理科あるいは音楽、体育、それか

ら高学年だけの教科になりますけれども家庭科、

こういったものについては、特に多くの学校で専

門性を持った先生方が指導に当たっているという

ようなことができております。 

  先ほどお話し申し上げましたように、その効果

でありますけれども、より専門性の高い授業がで

きるようになってくる、そして先生方も授業の準

備というものもより効率的にできますので、おの

ずと質の高い授業ができてきて、子どもたちの学

習もより深まってくると、そんなところが見受け

られるところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうすると教科専門性の

あるものについては、より深くできるということ

で、今後もスムーズに子どもたちが教育を受けら

れるような形で、今後もどうぞよろしくお願いを

申し上げます。 

  続きまして、⑶につきまして各機関が連携を強

化して取り組んでいるということでございますが、

連携強化によってどのような効果が得られたのか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 連携強化の具体的

な例ということですので、教育委員会のほうにも

具体的な事例はありますけれども、私どものほう

から、子ども未来部の視点からの具体的な事例と

いうことで、まずお答えさせていただきますと、

例えば学校に現在もスクールソーシャルワーカー

が配置されているかと思うんですが、そういう

方々が介入して経済的に困窮している家庭につい

ての保護者の方と面談するとなったときに、結果

として必要に応じて福祉の関係機関に連携するこ

とで、つないでいくという道筋が今現在できてお

ります。支援策につなげることができるというこ

とは、その家庭にかかわる職員、担当者がそれぞ

れ支援の方向性について共通認識を図ることがで

きるというところ、こちらが大きな改善点ではな

いかとは考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうした場合、早期の段

階で生活支援や福祉制度にこれがつながっていっ

たかどうかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） それによりまして、

早期の支援につながっていったということで認識

はしております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、⑷に移りま
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す。生活困窮者自立支援事業の利用者の推移につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） では、私のほうか

らお答えさせていただきます。 

  こちら平成27年10月から始まった事業でござい

まして、各年とも、今年度も含めまして大体60人

程度の子どもたちが利用してございます。ですか

ら横ばい状態の利用状況ということになっており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 増減がないということで、

そちらは理解したところです。増減があるとすれ

ば何かの要因があるという形だと思ったんですけ

れども、現在のところまだ始まったばかりで、な

いということで、それは理解したところでござい

ます。 

  続きまして、要支援児童放課後応援事業のほう

の利用者についてもよろしくお願いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 要支援児童放課後

応援事業の利用者の推移というご質問かと思いま

すが、こちらは平成26年度から県のモデル事業と

して１カ所で行った事業でございます。平成26年

度が、該当する子どもの数が４名で延べ件数とし

ては239件、平成27年度が該当者10人で714件、平

成28年度が該当者21人で1,004件という利用者の

推移でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 件数については、28年度

は減っていますけれども、件数としては当初293

件から1,004件ということで増加しておりますが、

この増加した要因についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 該当者数の延べの

件数もふえている、その要因というご質問かと思

いますけれども、やはりスタートのときには暗中

模索というところもございました。事業を行って

いく中で随時検証を行い、改善を図ってきたとこ

ろでございます。基本的な生活習慣を身につけさ

せるというものが主な目的の事業でございまして、

そこから、次には自立の道を模索させる、子ども

自身が自立できるように支援するというところに

重点を置いた事業を行った結果、受け入れできる

件数がふえたというところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうすると、最初は事業

が始まったばかりということで、それらの対象と

する人が把握し切れなかったというか、浮き出て

こなかったということで現在のような形があった

んですけれども、件数は少ないということで、そ

のように理解してよろしいですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 対象者のいわゆる

選考といいますか、そちらからなかなか把握し切

れていないところを、先ほど申し上げましたよう

に、教育委員会との連携等々で該当者の選定も的

確にできるようになってきたというところが増加

の要因の一つではないかとは考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうすると、これはやは

り連携をとった結果、必要な人の掘り起こしと言
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ったらちょっと言葉は悪いかもしれませんけれど

も、その辺につながっていったということで、こ

れも連携した結果の効果のあらわれということで

捉えております。 

  続きまして、⑸の就学援助費の交付件数及び交

付額の推移についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 就学援助費につきまして

は、私のほうから答弁をさせていただきます。 

  就学援助費の交付件数でございます。ここの場

合、小学校、中学校合わせた合計ということで述

べさせていただきます。 

  認定件数といたしまして、平成26年度が792名、

平成27年度が896名、平成28年度が981名というふ

うになっておりまして、年々増加をしている状況

にございます。 

  交付額につきましては、同じく小中学校の合計

ということでございますが、26年度が約6,000万

円、27年度が約7,100万円、平成28年度が約7,500

万円となっておりまして、認定件数の増加に伴い

まして、こちらの交付額も増加をしているという

状況でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 年々増加しているという

ことでございますが、これは新たに発見されたと

いうことではなくて、社会情勢上でそのような必

要な方がふえているということで、これはよろし

いんですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 交付の申請につきまして

は、学校長を通じてこちらに上がってまいります。

その審査をした中で認定されないケースもござい

ます。そういうことで認定要件を満たしていると

いうことで、結果的に年々増加をしているという

数値があらわれてきているところです。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、貸与型の奨

学金を高校に引き続き大学等で利用した場合の返

還期間についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 今の御質問は、奨学金を

高校生で借りて、その後大学に行っても借りたと

きということでよろしいですか。 

  高校生の場合は、就学年限が３年ですからその

４倍、大学も同じように返還金は４倍で返すとい

うふうになっておりまして、ですから高校を卒業

して就職した場合には、まず12年で返すというこ

とですが、その後大学に進むといった場合で、大

学に行くときにも奨学金を借りるといった場合に

は、申し出をしていただきまして、大学卒業後に

返還をするということで、ただこの場合大学を卒

業してから高校生で借りた分の返還金と大学で借

りた返還金の分を合わせたものを返していくとい

うことでございますので、最初の高校３年生の分

は12年間、その後大学ですと16年間、ですから12

年間はダブった形で高校と大学と借りた分を一緒

に返すと、金額で申しますと高校生の場合は返還

金、月額4,500円、大学の場合は２種類ございま

して、３万円と５万円を借りている選択がありま

すので、その場合ですと、３万円を借りた場合で

すと月額7,500円ということですから、高校で借

りた4,500円と大学で借りた7,500円の合計１万

2,000円、それを返していくということの計算と

いうふうになります。 

  以上です。 
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○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） わかりました。金額的に

は大きな問題ではないとは思うんですけれども、

高校を卒業して、すぐ就労すれば確かに返還のも

のが３倍ですから９年間ということで、それは理

解したところなんですけれども、そうすると、今

の答弁のようにダブって返すということになると、

それらについて高校で借りて、引き続き大学で奨

学金の貸与型に移行する、その辺で借りづらくな

っているというような点について、どのようにお

考えですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 奨学金でございますので、

家庭の事情によって奨学金を利用するということ

でございますので、高校に引き続いて大学に行く

ということで、そちらについても貸与はできると

いうふうになっておりますので、個々によっての

事情ということで、うちのほうとすれば、申請を

していただいて認定されればお貸しするというこ

とになっておりますので、内容的にはなかなか、

貸せないということではなくて、なるべく貸与し

ていきたいというふうに思っておりますので、今

まで余り難しかったケースというのはそんなにな

いのかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そのこととは関連はない

んですけれども、貸与型の奨学金で返還が滞った

事例等はありますか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 28年度末で十六、七件の

若干滞納的なものはございます。それは大学卒業

してから就職して、就職したんですが、おやめに

なったとか、いろいろその後定職につくことがで

きないとかいろいろございますので、分納的に、

さっき言った4,500円ではなくて、あと7,500円で

はなくて、もうちょっと額を減らして毎月返して

いただくというような形をとらせていただいてお

りまして、全部が滞っているという方はいらっし

ゃいません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） わかりました。貸与型か

ら給付型の拡大ということで、そちらについては

どのように考えているかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 貸与型のほかに給付型も

ございます。給付型20万円ということで、国内と

国外というものがございます。現在、毎年５名程

度の方に給付しているような状況でございまして、

財源が一般財源として出しておりますので、合併

以前ですと育英会とかそういう基金的なものがあ

ったんですが、今はそういうものがございません

ので、今後その財源が必要になってまいります。

そういうものをどういうふうに確保していくかと

いうのがひとつ課題かなというふうに思っており

まして、これを維持していくためにも、今言った

ように財源の確保がちょっと今後の問題かなとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうですね、財源は確か

にあると思いますけれども、ふるさと納税とかい

ろいろ活用する手はあると思うんですけれども、

その辺につきましては将来を担う子どもたちの将

来がかかっておりますので、そちらのほうも検討

していただくようよろしくお願い申し上げます。 
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  貸与型についてなんですけれども、例えば定住

促進のために貸与型のものを借りて、返還はする

んでしょうけれども、例えば地元に就職して、こ

こに定住を何年間したら貸与型から給付型に返還

するとか、そういう制度というものは現在考えて

いるかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 貸与していて、その後こ

ちらに戻って就職をして、何年かたった場合にそ

れを免除するとか、そういうような意味合いかと

思いますが、現段階では、貸したものについては

返していただくということで、何と申しますか、

定住促進とかそういうふうなことの中でというこ

とではまだ議論等はしておりませんので、いろい

ろなケースがあるかと思いますので、今後、他市

町村の例を見ながら調査研究していきたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 確かにいろいろなケース

があって、難しい部分はあるかと思いますけれど

も、その辺もよく検討なされまして、将来、那須

塩原市のために戻ってくるということを鑑みます

と、そのような制度もいいんじゃないかと思って、

今提案したところでございますので、どうぞこれ

からも検討なされていくよう、よろしくお願い申

し上げます。 

  続きまして、⑺のひとり親家庭の自立支援の施

策についてでございますが、資格取得支援事業と

いうものがございますという回答がありましたの

で、その内容についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 先ほど３つの事業

について申し上げてございます。例えばひとり親

家庭の自立支援教育訓練給付金事業というものに

つきましては、就職に結びつく資格や技能を身に

つけるために、厚生労働省が指定する教育訓練給

付講座というものがございまして、その受講に係

る経費の60％を支給するという制度でございます。

具体的な講座の内容につきましては、例えば医療

事務とか社会福祉士とか介護福祉士、保育士など

になります。 

  それから、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付

金等事業というものがございますが、こちらは資

格の取得をするために１年以上の養成訓練を受講

する場合の生活負担を軽減するという目的で、３

年を上限に訓練促進費を支給するものでございま

す。対象となる資格につきましては、看護師、准

看護師、保育士、介護福祉士等々11の種類がござ

いますので、資格の取得に結びつくと、すぐ就労

に結びつけられる資格の取得に使える、いわゆる

生活費、資格を取得するためには学校に通ったり

等々しなくてはならないものですから、その生活

費の部分に活用できるという給付金の事業でござ

います。 

  それから、３つ目のひとり親家庭高等学校卒業

認定試験合格支援事業につきましては、今年度か

ら始めた事業でございまして、高等学校を卒業し

ていないひとり親とその子どもが高卒認定試験の

合格を目指すために講座を受講した場合に、その

受講料の一部を支給するというものでございまし

て、ひとり親の家庭の方からいろいろなご相談を

受けたときに、それぞれ支援のメニューを考える

中で、その方に合った支援策の一つとして、こう

いった事業があるというようなご紹介はしている

ところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 



－131－ 

○９番（佐藤一則議員） これらの事業につきまし

て、利用者の推移についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 先ほど一番最初に

申し上げました自立支援教育訓練給付金事業でご

ざいますが、28年度に４名、例えば介護福祉士と

か宅地建物取引士などの講座を受講、それから平

成29年度には、現在３名の方々が継続しておりま

す。 

  それから、高等職業訓練促進給付金等事業につ

きましては、平成27年度が５名、28年度が11名、

本年度が８名でございます。資格としましては、

やはり看護師、それから准看護師の取得をする方

が多くいらっしゃいます。 

  それから、高等学校卒業認定試験合格支援事業

につきましては、本年度から始まった事業でござ

いまして、まだ実績はございません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） これらにつきまして資格

を取得した後、そのことによって就労につながっ

ていったかどうかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 皆さん就労に結び

ついているということで、先ほど申し上げました

ように看護師、准看護師、それから理学療法士、

そういった形でそれぞれ医療関係に就業をされて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 早速効果があらわれてい

るということで、本当にうれしく思っております。 

  そうした場合、市内の事業者でございますけれ

ども、市としては資格取得した人とその事業者の

間を取り持つとか、そういう形でのかかわりとい

うのは、市としてあるかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 具体的に市内の一

つ一つの事業者の方々と結びつくということより

も、県にあります母子家庭等の就業自立支援セン

ターやハローワークと連携するということで、そ

れぞれの方々の就労の支援をさせていただいてい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） せっかくの制度ですから、

全ての人が就労につながるような対策で、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、⑻の貧困家庭に対する保育の確保

についてでございますが、優先的に入園できるほ

かに、そのほかの対策はあるのかどうかお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 優先的に入園でき

るほかに何らかの対策、対応があるかというとこ

ろでございますけれども、具体的には経済的負担

の軽減と申しますか、保護者の方々の経済的負担

の軽減を図るために、いわゆる保育料につきまし

ては、低所得者とか、ひとり親家庭の方、多子世

帯の方々に関しましては保育料の減免制度という

ものがございますので、それらによりまして対応

ができているかと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） よくわかりました。優遇

措置で例えば入園できたとしても保育料が払えな
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いということであっては何もならないので、それ

は連携してそういう形ということで、非常にいい

制度かと思いますので、どうぞ今後とも引き続き

お願いをいたします。 

  続きまして、⑼のひとり親等の交流促進事業に

ついてですけれども、貧困家庭の社会的孤立を防

ぐために重要な事業だと思うんですが、利用者の

推移についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 先ほど申し上げま

した那須塩原市母子寡婦福祉連合会という団体は、

本市が事務局にはなってございませんけれども、

自立支援が、例えば行事等に一緒に参加したりも

しておりまして、相談があった場合には、団体の

紹介等も行っているところでございます。 

  こちらの団体はあくまでもひとり親家庭や寡婦

家庭と同じ境遇の方々の交流、親睦を深め、相互

支援が行われる団体でございますので、どんな事

業を行っているかというところは、ちょっとその

連合会のほうにお聞きしたデータということにな

りますけれども、例えばフラワーアレンジメント

教室につきましては、平成25年には25名、28年度

には19名が参加、それから母子部の交流会、食事

会というものがあるそうなんですけれども、そち

らは平成27年度が49名の参加、28年度が45名の参

加、それから例えばクリスマスケーキづくりと先

ほど申し上げたんですけれども、そういった行事

には平成27年度が37名の参加、28年度が28名の参

加ということで活動をしているということでは伺

っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） やはりどうしても一般の

家庭に比べますと、貧困の家庭ということは社会

的に孤立しやすいということでございますので、

やはりそうした場合、孤立しますとますます抜け

出せないということになりますので、こちらにつ

きましても、できるだけそういう形で進めていた

だきまして、孤立の防止ということで進めていた

だければ大変ありがたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

  続きまして、⑽のひとり親家庭の住宅支援につ

いてでございますが、住宅資金や転宅資金の貸し

つけの内容についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 貸しつけの内容と

いうことですので、例えば住宅資金につきまして

は、住宅の建設、購入、補修、保全、増改築のた

めに充てられる資金ということでありまして、限

度額として150万円、災害時には特別貸しつけが

200万円ということで、連帯保証人がいる場合に

は無利子でございます。連帯保証人がいない場合

には、年1.0％で貸しつけがなされているという

ことでございます。 

  それから転宅資金、転居のために充てられる資

金でございまして、こちらが限度額としては26万

円、先ほどの住宅資金と同じような、例えば保証

人がいる場合は無利子、保証人がいない場合には

年1.0％の利率で貸しつけがされる制度でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 転宅資金でございますが、

これは市以外に転宅する場合もこういう制度が利

用できるのか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） こちらは県の制度
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でございますので、市外への転居も可能となって

おります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） わかりました。県の制度

ということで、できるだけ転出しないでいただき

たいとは思うんですけれども、県の制度というこ

とで、それはもうどうしようもないということで。 

  続きまして、県営住宅や市営住宅の入居者選考

の優遇制度ということでございますが、その内容

についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 市営住宅を所管しており

ます建設部からお答えをいたします。 

  那須塩原市の市営住宅条例におきまして、ひと

り親、これは20歳以上の寡婦または寡夫というこ

とで女性のひとり親、男性のひとり親、20歳未満

の方のお子さんを持っていらっしゃる方につきま

しては、優先的に先行して入居者として決定する

ことができるというふうに条例でうたっておりま

して、そのとおりの取り扱いをいたしております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 住宅支援に関してですけ

れども、空き家もかなりあると思うんですけれど

も、その辺の連携といいますか、そちらの絡みと

いうのは現在どのようになっているか、お伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 空き家対策といたしまし

て、建設部で取り組んでおりますのは、特定空き

家になるようなものがこれ以上ふえないようにと

いうことで、さまざまなインセンティブを持って

空き家を次の持ち主に受け渡していただくという

ことが主な目標でございますので、ひとり親家庭

についてどうこうというようなインセンティブは

設けてございませんが、ただ空き家の中で、子ど

もさんがいらっしゃる方が空き家を買った場合に

補助というものはございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それらにつきましては理

解したところでございます。 

  続きまして、⒀児童扶養手当の具体的内容につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 児童扶養手当の具

体的内容ということでございますが、父母の離婚

や死亡などで父または母と生計を別にしている児

童を監護している父母または父母にかわって児童

を養育している方に支給される手当でございます。

手当の支給額は、受給資格者の所得や子どもの数

によって決まりますので、例えば子どもが１人の

場合には、手当が月額４万2,290円から所得制限

がございますので9,980円の範囲の中で決定しま

して、２人目の子どもさんがいれば加算がつく、

３人目がいれば加算がつくという制度で、手当は

年３回支給されるものでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それらの受給者の推移に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 受給者の推移とい

うことでございますけれども、資格の取得と喪失

が毎月以降に発生してきますので、月によって受
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給者というのは変動していくものでございまして、

平均という形で申し上げますと、平成27年度、平

成28年度におきましては、平均して1,200名程度

ということで横ばいという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 最後の⒂に移ります。離

婚の相談ということで、こちらについて相談件数

の推移についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 相談件数というこ

とでございますが、お１人の方が何度か相談にお

みえになるというのが実態でございまして、例え

ば平成26年度は件数とすれば11件ですけれども、

相談件数が107回、27年度につきましては10件で

40回、28年度につきましては22件で169回という

ことで、相談件数というのは、やはりふえる傾向

にございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 相談件数がふえていると

いうことを正確には把握できないと思うんですけ

れども、それだけそういう離婚の件数がふえてい

るということで、相関関係があるということで考

えてるのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 相関関係はあるか

と思います。件数の伸びというよりも、離婚に際

して支援を必要としている方々が支援の道を模索

する中で、例えば市の子ども・子育て総合センタ

ーにいらっしゃるというのが現状かなと捉えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 人数に比べて回数が増加

しているということは、問題がより複雑化してい

るということだと思うんですけれども、それらに

つきましても相談に応じて、その問題がよりよく

解決できるような形で、今後ともどうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

  家庭の経済状況にかかわらず学ぶ意欲と能力の

ある全ての子どもが質の高い教育を受け、能力や

可能性を最大限に伸ばすことは、一人一人の豊か

な人生の実現には不可欠なことです。そのため学

校教育による学力の保障、福祉との連携、経済的

支援を通じて総合的な施策を推進するともとに、

教育の機会均等を保障するため教育費負担の軽減

を図ることが重要ですと子ども・子育て未来プラ

ンの基本施策に掲げられています。この施策がよ

り充実し、貧困の連鎖が解消され、全ての子ども

の未来が輝かしいことを願いまして、この項の質

問を終了いたします。 

  続きまして、２、所有者不明土地について。 

  人口減少社会において国土管理上の課題も質的

に転換をしており、空き家・空き地・耕作放棄地

など利活用を放棄された不動産が急増しています。

中でも所有者不明土地は日本の人と国土の関係性

の時代的変化を象徴する問題で、日本の近代化以

来の財産権のあり方ともかかわる本質的な課題を
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提示しています。 

  日本の各地で災害復旧、道路整備、山林管理、

農地の集約、地籍調査、土地区画整理といった公

共のための事業を進める際に所有者不明土地はコ

スト増要因、所要時間の延長要因となるだけでな

く民間においても土地の有効利用や放棄・放置不

動産の管理を進める上で大きな障害となっていま

す。 

  相続未登記が連鎖することで、問題は時を経る

に従ってネズミ算的に拡大し、人口減少社会の日

本の将来にとってじわじわとマイナスの影響を与

えかねない問題であります。しかも、この問題は

現時点では私たちにとってなかなか身近に感じる

ことがなく、気がついたときには既に対応が困難

になってしまうという厄介な性格を有していると

考えることから、次の点についてお伺いします。 

  ⑴所有者不明土地の現状と推移についてお伺い

します。 

  ⑵経済的損失についてお伺いします。 

  ⑶課題についてお伺いします。 

  ⑷所有者不明事態になった要因についてお伺い

します。 

  ⑸今後どんな問題が考えられるかお伺いします。 

  ⑹現行制度でどこまで対応できるかお伺いしま

す。 

  ⑺対策についてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 佐藤一則議員の所有者不明土

地についてのご質問にお答えをしてまいります。 

  ⑴から⑺までは関連がございますので、一括し

てお答えをいたします。 

  本市における所有者不明土地の状況につきまし

ては、業務を進める中におきまして、必要に応じ

て個別に所有者の調査を行った際に初めて判明す

るのが実情でございます。本市に存在をしており

ます所有者不明土地の総数やそれに伴う経済的損

失の内容や規模、その土地が所有者不明となった

要因など、具体的な状況や全体像につきましては

把握をしていないのが実情でございます。 

  なお、所有者不明土地の問題につきましては、

新聞などでも全国的な広がりを見せているとして

報じられているとおり、その主な要因として、日

本が直面しております人口減少や少子高齢化とい

った問題から生じているものと考えられます。 

  こうした事態を受けまして、国としても問題の

解決に向け動き始めておりますので、那須塩原市

といたしましても、今後も引き続き国の動向を注

視してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 一括答弁をいただきまし

たので、一括して再質問をいたします。 

  まず初めに、国土交通省が2016年度に全国約

560市区町村で実施しました地籍調査で、土地の

登記名義人に郵送した調査通知が届かなかったケ

ースを所有者不明と定義していますが、そのとき

本市では実施しなかったということでよろしいの

か、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 地籍調査事業という

くくりではないのかなというふうにちょっと今思

っておりますが、国が実施している調査であれば、

本市のみその調査票が発送されないというような

ことはないというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） これは全国で約560とい

うことでございますので、国のほうが多分ランダ

ム的に調査をかけて、本市はそのときに該当して
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いなかったということだと思うんですけれども、

そういう考えでよろしいのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現段階で、本市がそ

の時点で該当していたかしていないかについては、

申しわけございませんが不明でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それでは、その点につき

ましては調査をかけていないと思いますので、現

状として、所有者不明土地が原因で事業に支障を

来した事例があるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 事業に支障を来した

事例というのは、地籍調査事業ということでよろ

しいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） もとに戻りまして、道路

整備事業、地籍調査事業、固定資産税等、課税等

があろうかと思いますが、そのようなときに、ど

のような支障があったのかということでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ありがとうございま

す。それでは、私のほうから地籍調査事業につい

てお答えをさせていただきます。 

  地籍調査事業を進めるに当たりまして、やはり

立ち会いというものが必要になってまいります。

その際に所有者不明、その他立ち会い等がいただ

けないというような事例が出た場合には、私ども

としましては戸籍であったり付票であったり、そ

れから固定資産税台帳等から随時、追跡の調査を

行わなければならないという状況になります。そ

れをやっても立ち会いがいただけない、そこまで

たどり着かないというような事例もございます。

最終的に解決ができないものについては、筆界未

定というような措置になってしまうことがありま

す。 

  追跡調査を行っても土地所有者の所在が明らか

でないというような場合には、大きな事業全体と

して支障が出るということから、国では平成22年

に地籍調査作業規程準則というものが一部改正さ

れまして、これも限定的ではありますが、そうい

う明らかでない場合であっても、筆界を明らかに

する客観的資料が存在する場合は、法務局と協議

の上、進めることができるというような条項が加

えられたという経過はございます。 

○議長（君島一郎議員） 総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 先ほど質問の中で固定資

産の関係もありましたので、実際に私どもとして

は所有者に対して納付書というものを送付するわ

けでございますが、実際にはそれが戻ってきてし

まうということになった場合、やはりその追跡調

査をするということになります。そういった部分

で時間的なロスが出たり、ある意味、人１人の労

働時間に制約が出るというようなことは現実に起

きております。 

○議長（君島一郎議員） 建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 道路関係ということで事

例があるのだから、おまえのところで答えろと総

務部長に言われておりますので、お答えをさせて

いただきたいと思います。 

  道路などの築造時には必要な土地を買収すると

いうことが必要になってまいります。もちろん寄

附していただけるのが一番なんですけれども。た

だ、確かに議員のご指摘のとおり、建設部におき

ましては都市計画課で１件、道路課で２件ほど引

っかかる物件がございまして、今年度初めてある
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制度を使いまして何とかしようということで取り

組んでおります。 

  ちょっと簡単にご説明したいと思うんですが、

民法の239条というところでは、無主物、あるじ

のいない土地等に対しては所有者のいない土地、

代表的なものは白地のようなもので、公図には形

はあるけれども地番が入っていなくて登記簿もな

いという土地、これは国に帰属するというふうに

民法では書いてございます。もう一つ、民法の

959条には、残余財産の帰属という規定がござい

まして、これは相続人のいない土地、これも国に

帰属するというふうに書いてございます。 

  かといいまして、うちのほうが土地を買収しよ

うとして、じゃ国に売ってくださいということに

なるのかというと実はそうではございませんでし

て、民法の177条には登記優先という考え方、原

則がございます。これは登記簿に記載されていな

ければ第三者に対抗できないという規定でござい

ますので、ここに国の所有というふうに決まらな

いと、私どもは買えないということになります。 

  そのために今回私どもが使っている制度が相続

財産管理人選任制度、それから清算人選任による

所有権移転制度というものを使います。これは簡

単に言いますと、全ての所有者のいない土地やも

のを国が調べて、全部国の登記になっているかと

いうと、そういうことは事実上不可能でございま

して、我々が必要としている土地が誰のものでも

ないということをまず確定させなければならない

ということになります。そのために、市は裁判所

に申し立てをいたします。それは、相続財産管理

人を選任してくださいということで家庭裁判所に

申し立てを行います。家庭裁判所では、その後審

理をいたしまして、相続財産管理人選任の審判と

いうものを下します。それでその後、家庭裁判所

が相続財産管理人を選びます。それでさまざまな

公告を経まして、最終的に国の帰属というものが

決定されるということになりまして、そこで初め

て用地の購入ができるということになります。 

  これはただでできるものでございませんでして、

裁判所には郵便切手代を5,000円分、それから手

数料10万円を予納しなければなりません。また、

相続財産管理人になった方に対する報酬も予納し

なければならないということでございまして、予

算額は50万円ほどとってございます。 

  都市計画課の例では、その報酬は今回、大田原

裁判所に15万円程度で済むということでございま

すが、議員が質問の中でご指摘されたように大変

な労力とお金もかかるということで、これは早く

国の制度を何とか変えていただいて、簡単に国の

財産になるような形、また民間の団体で、現在研

究会のようなものをやっているというふうに伺っ

ております。所有者不明土地問題研究会というも

のが発足されているようでございまして、そこで

は、このような土地を国や自治体が利用できる仕

組みを検討するということでございまして、今年

度中に国土交通省や政府に提言するということで

ございますので、早くこの設計ができて、簡単に

できるようになればいいなというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 本当にこの問題はこうい

うところにも大きな弊害が出ているということで、

今、私答弁を聞いていてもなかなか理解できない

ところでありますので、やはりこれは最終的に国

のほうの法整備ということでありまして、市のほ

うではなかなか難しいというのは、もちろん理解

はしております。 

  そこで、この問題につきまして農地や森林の荒

廃にもつながると思いますが、その対策について
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現在、市のほうではあるのかどうかお願いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） この土地所有者不明

の問題が農地の荒廃に直結するというようなとこ

ろまでは、今私どもは考えておりませんが、今後、

可能性はあるなというふうに考えております。 

  現在行っている中で農地の集約等に関して、こ

の土地所有者不明に起因する問題等は、現実、本

市では起きていないという状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、公共事業の

経済的損失の算出は難しいと思いますが、例えば

固定資産税の課税ができないことによる損失額は

把握しているのか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 相続人の不存在の土地と

いうことで、課税課のほうで確認をとっていると

ころでございますが、平成28年度の数字でいきま

すと55人、筆数にしまして162筆が該当するとい

うふうに判断しております。その課税額、総額で

すが286万円ほどになろうかというふうには思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それに対して、今後の対

策はあるのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 対策ということですが、

基本的にはそういった相続が発生した場合には、

手続をまずとっていただくというのが大前提にな

ろうかと思います。そういった中で、市のほうと

しましては、いわゆる一般的に死亡届等が提出さ

れた際にいろいろな手続をとっていただきたいと

いうことで、メモといいますか１枚のパンフレッ

ト等をお渡ししているんですが、その中に土地家

屋をお持ちの方に対して相続の手続をとってくだ

さいというような周知行動を行っている。そうい

ったことを行うことによって、ある程度認識が深

まって、相続がしっかり続いていけば、そういっ

た所有者不明の土地はなくなるのかなというふう

には思っております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） その辺につきましては理

解をしたところでございます。 

  続きまして、全国的に所有者不明土地が増加し

ております。ある試算においては約410万haと、

面積では九州地方を上回り、登記された土地の筆

数では２割に当たると言われておりますが、本市

の状況は把握しているのかどうかお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 本市の具体的な状況につ

いては把握をしていないというのが現状でござい

ます。 

  その一部の研究会の試算ということで今議員お

っしゃられたように、２割程度がその対象ではな

いかということで、逆に計算をしてみますと、本

市の筆数は全体で約26万筆というふうに見ており

ます。その２割ということでいきますと５万

2,000筆が、ある意味所有者不明の土地になって

いるのかなというような推計はできるかと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） わかりました。本市にお
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いても本当に膨大な土地がそういうふうになって

いるということで、本当に今認識したところでご

ざいます。 

  続きまして、今後本市でも所有者不明土地が増

加すると思いますが、それにつきましてはどのよ

うな問題が発生するか、また、そのお考えについ

てお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 増加をする要因というの

がなかなかはっきりしないのかと思いますが、特

に少子高齢化であるとか人口減少ということで、

まず１つには、土地に対する需要が減ってくると

いうことと、いわゆる資産価値がおのずと下がっ

てくるというようなのが一つの要因かと思ってお

りますし、昔から先祖代々伝わっていた土地とい

うものに対してのいわゆる関心の低さというんで

すか、あわせて管理をするのに非常に経費がかか

るというのも現実にございます。そういったよう

な要因から、だんだんそういう土地がふえてくる

のかというふうには認識しておりますが、そちら

の要因といいますか、具体的なものと言われます

と、なかなか難しいのかなというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 確かに本当に難しい問題

かと思うんですけれども、現在、本市として解消

するような方策は考えているのかお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 先ほどからご答弁を申し上げ

ておりますけれども、やはり法律に基づいた形で

対応を図らなければならないという問題が厳然と

してあるわけでございます。勝手に不明の土地を

動かしてしまうというわけにもいきませんので、

今やはり国のレベルでも大分動きが出てきたよう

でございます。法務省としても来年度予算措置を

講じて、この所有者不明土地の本格調査に乗り出

すというような情報が入ってきたわけでございま

す。 

  我々としましても、先ほど建設部長のほうから

お話がありました公共事業等々に支障がある場合、

そういったものについては方法を一つ申し上げま

したが、そういったもので対応を図っていくとい

うこと、ただし相当数公共事業で不明土地が出て

きてしまった場合には、なかなか難しい状況も出

てくるかと思いますけれども、ぜひとも国のレベ

ルできちんとした形の方向性を出していただいた

上で、各自治体が対応を図れるようにしていくよ

うに、我々も国等々に対して早急に要望していき

たいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 従来、私有財産制のもと

で個人が土地を所有し、土地が農山漁村に人が住

む中で所有者個人やあるいは伝統的な地縁社会等

により土地が管理されることを通じて、森林、農

地等の資源の利用、安全・安心の確保、美しい景

観の維持形成、生態系の維持等の機能が果たされ

てきたと考えられています。しかし、答弁のよう

な幾つかの要因により問題が進行していると考え

られます。 

  確かに本市として対応できるものは少ないと思

いますが、国等の政策自体の見直しへの取り組み

に早急に対応しての問題解決に期待をしておりま

す。 

  以上で私の一般質問を終了いたします。 

○議長（君島一郎議員） 以上で９番、佐藤一則議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 



－140－ 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 形 紀 弘 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、１番、山形紀弘議

員。 

○１番（山形紀弘議員） 皆さん、こんにちは。議

席番号１番、那須塩原クラブ、山形紀弘です。 

  通告書に従い、市政一般質問を行います。 

  １、公衆無線ＬＡＮについて。 

  2020年東京オリンピック・パラリンピック大会

に本市がオーストリア共和国を相手国としてホス

トタウン第４次登録の追加認定となりました。海

外から多くの外国人観光客が本市を訪れ、観光面

でも経済面でも期待が高まるとともに、世界中に

本市をＰＲできる絶好の機会だと思います。 

  国土交通省観光庁が外国人旅行者に旅行中に困

ったことについてアンケートを実施したところで

は、無料公衆無線ＬＡＮの環境が約37％と最多で

ありました。また、災害時では安否、交通、給水

などの情報を得ることや連絡をとり合うための通

信手段の確保にも公衆無線ＬＡＮの必要性が重要

になってくることから、以下の点についてお伺い

します。 

  ⑴本市の公衆無線ＬＡＮの現況についてお伺い

いたします。 

  ⑵庁舎、学校、公民館、公共施設、避難所など

の設置状況についてお伺いいたします。 

  ⑶災害時における通信手段の現況についてお伺

いいたします。 

  ⑷インバウンド旅行者の情報通信整備について

お伺いいたします。 

  ⑸公衆無線ＬＡＮの設置における課題について

お伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） １の公衆無線ＬＡＮにつ

いて順次お答え申し上げます。 

  初めに、⑴の本市の公衆無線ＬＡＮの現況につ

いてと⑵の庁舎、学校、公民館、公共施設、避難

所などの設置状況につきましては、関連がござい

ますので一括してお答えいたします。 

  本市の公衆無線ＬＡＮの整備状況について、民

間施設も含めた市全体の状況は把握しておりませ

んが、公衆無線ＬＡＮ環境の整った公共施設は合

計で13施設となっております。内訳といたしまし

ては、市役所本庁舎、西那須野庁舎、塩原庁舎の

３庁舎、鍋掛公民館、稲村公民館、高林公民館、

狩野公民館、三島公民館、ハロープラザ、田舎ラ

ンド鴨内の７生涯学習施設、そして道の駅「明治

の森・黒磯」、「湯の香しおばら」、観光振興セ

ンターの３観光施設に設置しております。 

  次に、⑶の災害時における通信手段の現況につ

いてお答え申し上げます。 

  市では、庁舎間及び関係機関との通信手段とい

たしまして、栃木県防災行政ネットワークを初め

衛星携帯電話、災害時有線電話等のほかタクシー

協議会との協定によるタクシー車両無線の活用な

ど、一般の電話回線が使えない場合に備えており

ます。また、市から住民等に向けて情報発信する

手段といたしまして、緊急速報メール、みるメー

ル、市ホームページ、ＳＮＳ、塩原地区の防災行

政無線、広報車、避難所特設公衆電話を整備して

いるほか、放送局との放送要請に関する協定、複

数の通信手段の確保に努めているところでござい

ます。 

  次に、⑷のインバウンド旅行者の情報通信整備

についてお答えいたします。 

  ⑵の公共施設の整備状況でお答えしたように、
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外国人も含めた全ての旅行者等に対し道の駅及び

観光振興センターに公衆無線ＬＡＮを整備してお

ります。また、平成27年度の栃木県の補助事業を

利用いたしまして、市内53の旅館、飲食店等の事

業所において公衆無線ＬＡＮが整備されておりま

す。 

  最後に、⑸の公衆無線ＬＡＮの設置における課

題についてお答えいたします。 

  まず、１点目の課題といたしましては、設置す

る公共施設の選定が考えられます。市民ニーズの

把握はもちろんのこと、民間施設などの設置状況

を踏まえ、整備すべき公共施設を選定する必要が

あります。 

  次に、２点目の課題といたしましてセキュリテ

ィーの確保が考えられます。不正アクセスや通信

内容の解読、遠隔操作による不正利用などセキュ

リティー対策に十分配慮する必要があります。 

  最後に、３つ目の課題といたしましては、通信

設備機器の設置費用が考えられます。どのくらい

の利用実績が見込めるか、費用対効果を十分に検

証して、設置場所や設置方法を決定する必要があ

ります。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 答弁ありがとうございま

す。 

  関連性がありますので、⑴から⑸まで一括して

再質問いたします。 

  先ほどの中に小中学校が含まれておりませんで

したが、市内の小中学校の無線ＬＡＮの今の設置

状況はどのようになっているのかお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 学校での無線ＬＡＮの設

置状況ということでございます。現在、電子黒板

の設置にあわせまして無線ＬＡＮの環境を整備し

てございます。平成27年度から29年度にかけて行

うということでございます。 

  この設置の状況の無線ＬＡＮのことでございま

すが、普通教室とか理科室、体育館等で児童生徒

がタブレットを使って行うものに利用できるよう

なものに限って整備をしているということでござ

います。セキュリティーを重視しています観点か

ら、今の状況では校内のものでしか使えないとい

うような状況になっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  外部から接続できないということになっており

ますが、学校の体育館とかは避難所として指定し

ておりますが、災害時に、そういうときにはセキ

ュリティーの問題とかありますが、そういったと

きには臨時的に整備の無線ＬＡＮを開放すること

はできるのかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほど申し上げましたよ

うに、現在整備している状況は、学校の校内だけ

という設定になっております。今、議員さんがお

っしゃられるように災害時というふうになると、

そういう設定の変更があります。また、設定を変

更した際にセキュリティーの問題がございまして、

先ほども企画部長が答弁したように、不正なアク

セスとかいろいろな問題が出てきて、学校の内部

で使っている情報が流出するとかそういうおそれ

がありますので、その辺につきましては、今、回

線は１本しかございませんので、考え方とすれば、

学校内部のものについては基本的には開放はしな

い、それ以外の避難所等に使うものについては、

現在、各避難所の体育館には災害のときに使う電
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話が配置になっております。 

  そういうことからして、設置の方法については

いろいろな考えがあると思いますが、ただ回線を

引くということになりますと相当な予算を伴うと

いうこともございますので、今後それについては

防災担当のほうと協議をしながらということにな

ると思いますので、現時点でそれを開放できるか

どうかというと、教育委員会といたしましては、

今ある設備については校内で使うというものだけ

になっておりますので、設定変更とかそういうこ

とについては予算もかかるということであります

ので、セキュリティーのこともあるということで、

今のところは開放できないというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） わかりました。ほかの通

信手段が使えるということですので、無理して開

放して混乱させるより、今の現状のままほかのも

ので対応できるようにしていってください。 

  先ほど言いましたが、せっかく公衆無線ＬＡＮ

があっても、停電になってしまうとせっかくのも

のが使えないんですが、現時点、停電時における

各避難所とかの自主電源が確保されているかどう

か、その辺お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 各学校関係を避難所に指

定させていただいているところでございますが、

現在、自家発電の設備を有している学校、また一

部施設の屋根の上に太陽光発電の装置を、いわゆ

る屋根貸しという形でお貸ししております。そう

いった場合に、災害が発生した場合には自家発電

のものを活用できますし、屋根を貸す際の協定と

いいますか、契約の中で災害また停電時には、そ

のソーラーで発電したものを使用できるというよ

うなことがございますので、そういったところで

対応していけるというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） わかりました。自主電源

というのも非常に大事なことになってきますので、

その辺も前向きに整備していただいて、いざとい

うときにすぐ使えるような電源の確保も要望して

おります。 

  先ほど平成27年度に県の補助を受けて整備した

事業所があるということですが、これから公衆無

線ＬＡＮを整備したいという方々には、県、市は

どのような支援策があるかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現在、栃木県、それ

から那須塩原市において直接的な支援事業という

ものは持ってございません。ただ国、観光庁にな

りますが、観光庁のほうではインバウンド関係で

公衆無線ＬＡＮの導入に対する補助事業がござい

ますので、そちらのほうのご案内をさせていただ

いております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） その観光庁の補助事業の

具体的な内容をわかる範囲でいいので教えていた

だけますか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 観光庁の補助事業の

内容でございますが、補助事業の名称といたしま

しては、宿泊施設インバウンド対応支援事業とい

う事業でございまして、補助率は３分の１、上限

額が100万円というような内容になっております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解いたしました。 
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  今度インバウンド旅行者や観光客に公衆無線Ｌ

ＡＮが設置されているところということがわかり

やすいように、今後、看板とかステッカー等を掲

示する考えがあるか、その辺お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 看板、ステッカーを

掲示してわかりやすくということですが、現在も

看板についてはありませんが、ステッカーについ

ては、既に配布がなされております。 

  いずれにしましても、わかりやすく、ここにあ

りますよというふうにわかっていただくというの

は非常に大切だというふうに考えておりますので、

看板等の設置については少し研究をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） ぜひわかりやすく、誰が

見ても、ここはＷｉ－Ｆｉがあるな、公衆無線あ

るなというふうな掲示板をつくっていただけるよ

う要望いたします。 

  続きまして、ほかの市町村の設置状況、この公

衆無線ＬＡＮがどのようになっているのか、わか

る範囲でいいのでお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 県内他市の公衆無線ＬＡ

Ｎの設置状況についてのお尋ねということでござ

います。こちらについては、県内の市の状況とい

うことでちょっと調べさせていただきました。直

接14の市に電話等で照会をしたということではな

くて、ネットから情報をとったということでござ

いますので、場合によっては漏れていたりという

こともあるかもしれませんが、その点はご容赦い

ただきたいということで、ご答弁申し上げます。 

  県内、市の公衆無線ＬＡＮの設置状況につきま

しては、本市のほか宇都宮市、日光市、栃木市な

ど８市において整備が進んでおります。14市のう

ち９市が整備済みだということでございます。 

  設置の目的といたしましては、まずは市民の皆

さん、そして旅行者の皆さんに対するインターネ

ット環境の向上サービス、サービスを向上させる

ということと、あとは災害時の防災対応力という

んですか、そういうものを整えるというところの

視点、２つの視点から公衆無線ＬＡＮを設置して

いるというようなところが目的だということでご

ざいます。 

  そんな中で代表的な観光者向けの事例というこ

とでちょっとご紹介させていただきますと、日光

市が、やはり外国人観光客向けに２週間無料で接

続できる公衆無線ＬＡＮというものを整えている

というふうに伺っております。また、防災用とい

たしましては、特にということになりますと、栃

木市が専用のアプリケーションをダウンロードす

ることによってアクセスポイント間、例えば避難

所、避難所間で音声通話あるいはメッセージ交換

というものが専用回線でできるというようなシス

テムを構築しているというふうに伺っています。 

  あとは市民サービスの向上といった観点からい

たしますと、隣の大田原市なんかも私どもの市と

同様、各公民館とかそういうところでしっかりと

ネットに接続できるようなサービスを提供してい

ると、そういうところが本県の市の実態だという

ことでございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） やはり日光市などは世界

的なもので、外国人観光客が多いということで、

そういったものはいち早く取り入れたということ

でございます。ほかの市町村の例を例えにして、

本市も無線ＬＡＮの整備、前向きにいい、つなが

りやすい、外国人に喜ばれるような公衆無線ＬＡ
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Ｎにしていただけるよう要望しております。 

  最後に、市として今後、公衆無線ＬＡＮの整備

についての考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今後の市としての公衆無

線ＬＡＮの整備についての考え方ということでご

ざいますが、こちらにつきましては、議員もご案

内のとおり昨今においてはスマートフォン、タブ

レット端末などの情報通信機器が急速に進展して

いるという状況がございます。そんな中で、先ほ

どもお話ししましたが、公衆無線ＬＡＮの設置と

いったことは、やはり市民はもちろんのこと観光

客などのインターネット利用者の利便性の向上、

さらには災害時の通信手段の確保といった点で大

変意義があるというふうに我々も考えております。 

  そんなことから、冒頭お答えさせていただいた

課題といったものを踏まえた上で、今後、少なく

とも観光部局、そして総務部局、そして企画部局

というところで、少なくとも３つの部局は関連す

るということでございますので、その部局等を中

心に今後のあり方、どういう考え方に基づいて設

置していくかといったようなところを早急に検討

してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） わかりました。 

  来年度、2018年度は本番のＤＣキャンペーン、

2020年度には東京オリンピック・パラリンピック、

2022年度には栃木国体、今後本市にかかわるたく

さんの事業が予定されております。時代とともに

普及してきたスマートフォン、タブレット等は今

では生活必需品となっております。万全の体制を

整えて、おもてなしの気持ち、危機管理、情報伝

達の重要性を再認識し、公衆無線ＬＡＮの整備の

充実を要望して、この項の質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。午後１時、会議を

再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 午前に引き続きまして、

午後も質問させていただきます。 

  ２、ひきこもり対策について。 

  ひきこもりは、本人にとっても家族にとっても

本当に苦しいことです。私も何人もの方々からお

話を伺っています。ひきこもりの問題は、本人も

何とかしなくてはと思う一方、なかなかその一歩

が踏み出せない。親は自分の育て方が悪かったの

ではないかと悩み、誰にも相談できず抱え込んで

しまうことも少なくありません。そして、そのま

ま何年も経過してしまい、余計、社会復帰が困難

になってしまうのです。 

  自宅に６カ月以上閉じこもり、社会との接点を

持てない状態がひきこもりと原則的には定義され

ております。ひきこもりの社会復帰は地域の活性

化の一助になり、家族・家庭の負担軽減にもなり

ます。そして何より家庭・家族に希望が見えます。

地域で就労できずにひきこもっている実態を調査

し、支援策の実施を求めることから、以下の点に

ついてお伺いいたします。 

  ⑴現在、本市におけるひきこもりの世帯数、人

数を把握されているのかお伺いいたします。 

  ⑵現在、本市ではひきこもり対策をどのように
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講じているのかお伺いいたします。 

  ⑶栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談セン

ターとの連携についてお伺いいたします。 

  ⑷高齢者世帯でのひきこもり支援策についてお

伺いいたします。 

  ⑸今後、実態の把握やその方法、さらに対策に

ついてどのように考えているのかお伺いいたしま

す。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） それでは、お答え

させていただきます。 

  ２のひきこもり対策について、順次お答えしま

す。 

  初めに、⑴のひきこもりの世帯数、人数につい

ては把握してございません。 

  次に、⑵のひきこもり対策をどのように講じて

いるか、⑶の栃木県子ども若者・ひきこもり総合

相談センターとの連携及び⑷の高齢者世帯でのひ

きこもり支援策については、関連がございますの

で一括してお答え申し上げます。 

  現在、ひきこもり対策については、そのケース

の内容に応じ精神科の受診、栃木県子ども若者・

ひきこもり総合相談センター、とちぎ県北若者サ

ポートステーションなどを紹介してございます。

高齢者である親の自宅に、そのお子さんがひきこ

もっている場合は、地域包括支援センターの職員

と連携をして同様の紹介をしてございます。 

  最後に、⑸の今後の実態の把握やその方法、対

策についてお答え申し上げます。 

  ひきこもりの実態把握をするには、市内の全世

帯を１軒１軒訪問する必要がございます。時間、

労力、費用等の理由で極めて困難であると認識を

しております。 

  今後の対策については、相談者の声に寄り添い、

的確な助言等をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 答弁、了解しました。 

  ここから⑴から⑸まで関連性がありますので、

一括して再質問します。 

  私も⑴で世帯数、人数をということでお伺いい

たしましたが、やはり先ほど答弁されたように、

１軒１軒回るのは非常に困難である、能力的にも

時間的にも非常に大変でございます。今までこの

ひきこもりの問題で窓口に相談に来られた方、件

数、またひきこもりの本人が窓口に来るというこ

とはなかなかないと思いますが、どんな方が、例

えば親とか、そういった方がどのような立場の方

がひきこもりについて相談に来たのか、その辺を

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） まず、実際先ほど

申しましたように件数のほうは把握していないん

ですけれども、私どものほうに、ひきこもりの相

談をしたいんですということで窓口におみえにな

る方というのは本当にございません。それでひき

こもりの実態があるとわかるのはどういうことか

らかと申しますと、例えば生活が苦しいんだよと

か、あとは私、介護サービスを受けたいんだけれ

ども受けられないんだよねとか、そういった相談

を受けている中で、よくお話を聞いていくと、そ

の原因がひきこもりのお子さんがいたりとか、そ

ういったところでひきこもりの実態を把握して、

支援に向けていくというところでございます。 

  そんなところで、実際、窓口におみえになる方

というのは、ご本人がやはりいらっしゃることは

なかなかなくて、ご家族であったりとか、そのご
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親族であったりとかお友達であったりとか、そう

いった周りの方々が当課も含めて相談におみえに

なるというのが本市の実態でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 本人自体はなかなか来れ

ないですが、地域の方々とか民生委員さんとか区

長さんとかが来たときには的確なアドバイスをし

てあげて、よりよい、早い段階で対応策、やはり

悩みを聞いてあげるというのが非常に大事ですの

で、ひきこもらないよう早目の段階でサポートで

きるような体制づくりを心がけていただきたいと

思います。 

  先ほど答弁でいただきましたが、栃木県子ども

若者・ひきこもり総合相談センター、とちぎ県北

若者サポートステーションに本市から利用された

人数をお伺いします。 

  そして、その方々が社会復帰できたのか、その

辺の事例とかがあれば具体的にお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 私どもの手元にあ

る資料に基づいてのお答えということになってし

まうんですけれども、一応県のほうのセンターに

つきましては、昨年度、平成28年度の本市の相談

に行かれたとか電話等々で相談された方というの

は、実人数で７名でございます。それで実際、そ

の中には学生さんがいたのか、復学された方がお

１人いて、残りの６名の方については現在も支援

を続けているということで伺っております。 

  それから、とちぎ県北のほうのセンターにつき

ましては、こちらは始まったのが昨年の８月から

なんですけれども、現在までで本市の方は32名の

方がご利用になっていて、そのうち10名の方が就

労に至っているということで伺っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 32名のうち10名の方がよ

くなった、社会復帰できたということで、引き続

きこういうふうなところに目を向けていただき、

今後、またこのひきこもりというのは、今はどち

らかというと若い方かなと思うんですが、だんだ

ん年齢も高齢化になると思います。そういったと

ころも対応していただけるよう、よろしくお願い

します。 

  ⑷の高齢者世帯ということで、お父さん、お母

さんが年金暮らしとか高齢者世帯で金銭的に困っ

ている場合、そういったお父さん、お母さんの子

どもさんがひきこもりの場合、金銭的に余裕がな

いという場合、本市はどのような対応策があるの

かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 年金でお暮らしに

なっている高齢の世帯の方のお子さんの支援、世

帯の支援というんですか、そこら辺なんですけれ

ども、先ほど議員のほうでもお話があったように、

今までこの国においては若者のひきこもりの方の

支援というものに力を入れていたんですけれども、

今実態的には、例えば家族の会というものが全国

組織でございまして、その中でもアンケートを昨

年度、家族の会の会員の方に向けてなので参考程

度の数字になってしまうかと思うんですけれども、

結構な割合で、ひきこもっている方の平均年齢が

33.5歳なんですけれども、そのうち40歳以上の方、

今まで国がターゲットにしてこなかった方たちが

25％いた。それから、ひきこもりの期間なんかも

長期化していて、40歳未満の方は約９年で40歳以

上の方が約15年にもわたっているという実態がご

ざいます。 
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  そんなところで、本当に今議員のほうでご質問

いただいた年金暮らしの高齢の親御さんのところ

でのひきこもりのケースというのは全国的にも

多々あるのかなと思っているところでございまし

て、実際その方たちにどんなふうに支援していく

のかというところで、金銭的なところがあるとい

うことであれば、まずは生活保護の制度、生活困

窮の支援策がございますので、そこでまずは支援

をしていけるのかなと思ってございます。ケース

ワークをしていく中で、そのお子さんとかが、も

しこれは医療機関にかかったほうがいいんじゃな

いかなということであれば、そちらの関係機関と

かにつなげることもできますので、そこら辺を私

どもは支援していければなと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  年金暮らしのお父さん、お母さんが元気なうち

はいいですが、両親が亡くなっちゃったり、そう

するとお子さんだけ残って１人だけになっちゃっ

たりすると、何をしても、一番ちょっと私も気に

なるのが、お父さん、お母さんがいなくなっちゃ

って、ひきこもっている本人だけが残っちゃって、

その後ずっとひきこもっちゃって、二次的な事件

を起こすんじゃないかなというふうなところも懸

念していますので、そういったところもなかなか

難しいところでございますが、サポートできるよ

うに、常に相談に何回も行って、状況を見て、そ

して的確なアドバイスができるように心がけてい

ただきたいと思います。 

  実態を把握するのは大変困難でありますが、本

市では、このようなひきこもりの専門的な知識を

持った方々、もしくはそういった部署というのは

あるのかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 専門的な知識を持

った相談員がいるかというご質問なんですけれど

も、誠に残念ながら本市におきましては現在のと

ころおりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 専門的な知識を持ってい

るということは非常にプラスになりますので、１

人でも２人でも、その辺のエキスパート的なもの

の分野で知識を持った人を採用していただき、少

しでもサポートできるよう、またほかの市町村と

かでそこのひきこもり対策、特別な部署を持って

いる、またはそういったほかで支援策があるとい

うふうな事例があったら教えていただきたいんで

すが、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 県内の他市町で専

門の部署があるかというところなんですけれども、

私どものほうで把握している範囲では日光市と、

それから宇都宮市がございます。まず日光市にお

きましては、日光市ひきこもり対策センターとい

う名称で、昨年の７月から運営をしてございます。

運営としてはＮＰＯのほうに委託をして運営をし

ているというところでございます。もう一方の宇

都宮市においては、名称が宇都宮市青少年自立支

援センターということで、こちらちょっと歴史が

古く、最初は青少年の非行防止というところから

出発したもののようなんですけれども、現在はひ

きこもりであったりとか、あとは若者のいわゆる

ニートと言われる方々とかの支援等、家族を含め

て行っているというところを聞いてございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 
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○１番（山形紀弘議員） 了解いたしました。 

  他の市町村を参考事例にしながら、いい支援策

ができるよう、このひきこもり問題というのは非

常にプライベートな部分がありまして、非常に難

しい問題であります。他の事例を参考にしながら、

なるべく早目の段階で手助けできるよう対応策を

構築して、ひきこもっている本人、家族を救える

ことを期待して、この２番の質問を終わらせてい

ただきます。 

  続きまして、３、（仮称）まちなか交流センタ

ーについて。 

  第２次那須塩原市総合計画の基本施策５－４

「中心地市街地を活性化させる」の中に黒磯駅周

辺地区の魅力向上を図るため（仮称）まちなか交

流センターの建設が始まりました。駅前活性化の

起爆剤となることを期待しております。また。商

工業、観光、教育などのさまざまな分野の方々の

活動拠点となり、にぎわいのある場所になるため

にも今後の活動計画等が非常に重要になってくる

ことから、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴（仮称）まちなか交流センターの概要をお伺

いいたします。 

  ⑵事業計画や建設など、今日に至るまでの経緯

と内容についてお伺いいたします。 

  ⑶（仮称）まちなか交流センターの完成までの

事業計画をお伺いいたします。 

  ⑷（仮称）まちなか交流センターの運営方法に

ついてお伺いいたします。 

  ⑸商工業の点から、（仮称）まちなか交流セン

ターがどのように活用されるのかお伺いいたしま

す。 

  ⑹観光の点から、（仮称）まちなか交流センタ

ーがどのように活用されるのかお伺いいたします。 

  ⑺教育の点から、（仮称）まちなか交流センタ

ーがどのように活用されるかお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 那須塩原クラブ、山形紀弘議

員の（仮称）まちなか交流センターのご質問に順

次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の（仮称）まちなか交流センターの

概要についてお答えをいたします。 

  基本コンセプトを「人と食を育む交流の家」と

して、地域の食材や特産品紹介、販売促進、地元

起業志望者支援、文化芸術活動振興等を通じ交流

を活性化し、人々が集い、語らい、くつろぎ、成

長できる空間を目指しております。 

  施設概要は鉄骨づくり平屋建て、床面積は、本

館1,097㎡、倉庫棟36㎡で、飲食店コーナー、マ

ルシェが行える屋内広場、芸術活動等の発表展示

スペース、音楽演奏等のステージ、防音を施した

音楽室、屋内で遊べるキッズエリアのほか、工作

室や調理室なども備えております。 

  次に、⑵の事業計画や建設など今日に至るまで

の経緯と内容についてお答えをいたします。 

  この地区は、平成26年度から30年度を期間とす

る黒磯駅周辺地区土地再生整備計画に位置づけし、

まちの魅力を再生、これを目指しまして都市機能

の向上による持続可能な中心市街地黒磯の再興を

目標に各事業を展開しております。 

  （仮称）まちなか交流センターは、黒磯駅前及

び周辺地域活性化懇談会や「えきっぷくろいそ」

など、地域住民から基本コンセプト、基本方針、

導入機能などの意見を取り入れ、（仮称）まちな

か交流センター基本計画を策定いたしました。 

  設計者は市民公開のもと、昨年１月に黒磯文化

会館におきまして公募型プロポーザル方式で決定

をいたしました。市民の意見を取り入れるため、

同年３月から６回のワークショップを開き設計に
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生かしておるところであります。 

  建築工事は、平成29年７月に契約を行い、現在

進行中であります。 

  次に、⑶の（仮称）まちなか交流センターの完

成までの事業計画についてお答えをいたします。 

  建築工事は平成30年３月、外構工事は同年６月

ごろ竣工予定とし、準備期間を経て同年９月のオ

ープンを目指しております。 

  次に、⑷の（仮称）まちなか交流センターの運

営方法についてですが、当面の間は、市が直接管

理運営を行う予定であります。 

  次に、⑸の商工業の点からどのように活用され

るのかについてお答えをいたします。 

  商工業の点からは、地域の食材、特産品の紹介

や販売のほか、企業創業希望者の支援やイベント

の開催等を予定しておりますが、その効果が交流

センター内で完結するのではなく、周辺地域に波

及していくような活用を図ってまいりたいと考え

ております。 

  次に、⑹の観光の点からどのように活用される

のかについてですが、フードコートやマルシェ、

参加体験型の講座やイベントの開催等により、本

市の魅力を発信できる場としての活用を予定して

おります。 

  最後に、⑺の教育の点からどのように活用をさ

れるのかについてお答えをいたします。 

  教育の点からは、各種講座等を通じた幅広い世

代における学びの場、趣味や文化の発表の場、ま

た、それらの文化に触れられる場として活用した

いと考えております。さらに、都市再生整備事業

で建設を予定しております（仮称）駅前図書館と

連携した事業についても検討してまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  ⑴から⑶まで関連性がありますので、一括して

再質問させていただきます。 

  きのう私も駅前の交流センターの広場を見てま

いりました。アーケードのほうも３分の２くらい

撤去されて、さま変わりしてちょっと変わってき

たなと、交流センターのほうも基礎的な部分もで

きてきて、ああここにできるんだなというふうに

少しずつ実感がわいております。 

  そこで、（仮称）まちなか交流センターの収容

人数、そして、その人数に対して駐車場の台数の

不足はないか、そのあたりをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） それでは、所管課であり

ます建設部のほうからお答えをさせていただきま

す。 

  まず、まちなか交流センターの定員等でござい

ますが、定員の定めのある部屋等をご紹介いたし

ますと、多目的室が２つございまして、１つが20

名、もう一つが30名でございます。それから、キ

ッチンスタジオが20名というふうに定員を想定し

ております。そのほかにも屋内広場の座席数は、

使い方にもよりますけれども、80席程度を想定し

ております。 

  この施設に対して駐車場のキャパはどうかとい

うようなご質問だったと思いますが、交流センタ

ー自体にしつらえます駐車場の台数は18台でござ

います。また、交流センターの反対側にあります

現在足利銀行が使っている土地でございますが、

ここは黒磯中央駐車場の土地と交換をするという

ことで、非常に近いところにつくる駐車場が27台

分ということで、あの交流センターに非常に近い

ところでは合計45台分の確保ができておりますけ

れども、それだけで、あそこが全て満員になって
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使っているような場合には、ちょっと不足するの

ではないかなというふうに考えております。 

  ただ、あそこは地区の活性化の目的ということ

で、そのほかの場所にも回遊していただくという

ことを目的としておりますので、あそこに全て駐

車場が完備されてしまいますと、あの交流センタ

ーだけで完結してしまうということも考えられま

すので、そのほかの駐車場から回っていただいて、

あそこのまちを楽しんでいただくということも必

要なのかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  150の定員に対して45台という駐車場の台数で

す。私の思った以上あるということなので、あと

イベント等があると、あの辺路上駐車とかもちょ

っと心配されますが、その辺うまくやっていただ

いて、回遊するということで、その辺、交流セン

ターに来るだけじゃなく、ほかに意識を持って、

このたびちょっと違うんですが、駅前図書館とか

駅とか銀行とかガソリンスタンドとか薬局とか、

そういったものを回遊するような形でうまくカバ

ーできるということでよろしいですね。 

  続きまして、まちなか交流センターが建物に関

して再入札になったということを聞いております

が、その経緯についてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 再入札になった経緯とい

うことで、非常に思い出したくない事態でござい

ました。29年３月の定例会で議決予定で入札準備

を進めておりましたが、入札参加申請のありまし

た４つのＪＶから全て入札辞退届が出されました。

これは施工に関する見積もりなどを精査いたしま

して、設計内容の見直しを行いまして再度入札を

いたしまして、施工業者を決定したというような

ことでございました。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  思い出したくもないということなので、もうこ

れ以上突っ込むと大変申しわけないので、この辺

でやめさせていただきます。 

  もう済んでしまったことはしようがないですの

で、この先のことを明るいほうにして前向きに捉

えていくということで、黒磯駅前及び周辺地域活

性化懇談会、えきっぷくろいそなど地域の住民か

ら基本コンセプト、導入機能など意見を取り入れ

たと言っていますが、具体的にどのような部分を

取り入れて、また、そのことによって地元の方々

と紆余曲折があったと聞いておりますが、その辺

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） まず、基本コンセプト等

をどのように生かしたのかというようなご質問が

１点目だったと思います。現在、黒磯駅前で行わ

れております既存のイベントがございまして、キ

ャンドルナイト、それから「もったいない市」等

をやられておりまして、それに活用できる施設の

要望というものがございました。ステージを備え

ました屋内広場、それから工作室などを設けると

いうようなことで生かしております。 

  また、地域の食材や特産品の販売促進、食文化、

食産業の活性化というようなご要望もございまし

たので、マルシェ、フードコート等を設けました。 

  ２つ目のご質問ですが、地元との紆余曲折とい

うようなお話だったでしょうか、各利用団体のご

要望を限られた施設規模の中に全て入れ込むとい

うのはなかなか難しい作業でございまして、設計
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の提案とか入札の不調などで規模を見直しなどし

たものですから、私が参加したワークショップで

も非常に厳しいご意見をたくさん頂戴いたしまし

た。規模の見直し等によって機能が損なわれてし

まうのではないかとか、それから私どもがワーク

ショップに提出しました資料が小さくて見えない

のではないかとか、そのような非常に貴重なご意

見、ご批判を頂戴いたしました。 

  ただこれは、そのワークショップ等にかかわる

人たちの思い入れが非常に強いという証左でござ

いまして、私どもも十分この教訓を生かして、次

の那須塩原駅前等に生かしていきたいなというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） なかなか言いづらいこと

を言っていただき本当にありがとうございます。 

  たくさんの方々から意見を聞くということは非

常に大切です。しかし、全ての意見を反映するこ

とは難しいことですが、しかし、そういった方々

の、先ほど部長の答弁でもおっしゃいましたが、

その辺の思いは、この交流センターに生かしてほ

しいと考えております。 

  続きまして、⑷から⑺について関連性がありま

すので、一括して再質問させていただきます。 

  当面の間、市が直接管理運営を行う予定となっ

ておりますが、将来的にはどのような管理運営を

目指しているのか、具体的にお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 当面は市が行います

よと、将来的にはどうだというお話ですが、将来

の話ですが、現在私どもが考えておりますのは、

やはり地元の皆さんがみずからこの施設の運営に

かかわれるような形をとっていければいいのかな

と。それも現実にただ、これだけの施設ですので

ボランティアで管理するとか、そういうレベルで

はなく、ある程度採算等も考えられるような形の

組織ができればいいかなと。市が直接管理運営を

しながら、そういった組織の育成支援にも取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  すぐ市が直接運営して、はいというわけにはい

かないので、ある程度の準備期間を置いて、まち

なか交流センターを管理運営する人にはしっかり

と責任を持った方々に管理運営をしてもらいたい

と要望しております。 

  続きまして、（仮称）まちなか交流センターの

ネーミング、一応（仮称）となっております。今

後どういった形式で決まるのか、そういった予定

があるのか公募にするのか、その辺お伺いできれ

ば、よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。産業観

光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現在の（仮称）まち

なか交流センターの名称ですが、名称は、一般に

条例上の名称と施設で使う愛称のようなものがあ

るかと思います。 

  条例上の名称につきましては、この（仮称）ま

ちなか交流センターがある程度浸透しているのか

な、わかりやすいのかなという考え方は持ってお

りますが、条例を制定するに当たりまして、議会

にも議決をいただくことになりますので、そこで

決定をしていくということになると思います。 

  愛称については、この後建設されます駅前図書

館との連携も考慮しまして考えていきたい、手法

としては、公募等もあるのかなというふうに思っ

ております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 
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○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  私もこの交流センターという名前は定着しつつ

ありますので、愛称、おとなりの大田原さんはト

コトコとか、ああいうふうに誰が行ってもわかる

ようなネーミングを要望しております。 

  続きまして、そのフードコート、マルシェとい

うことで、私がフードコートをもしあれでしたら、

私の案でございますが、地域の特色を生かした、

特に本市は牛乳が一番のセールスポイントであり

ますので、その辺を考慮したフードコートを目指

してもらいたいと思っていますが、フードコート

とマルシェ、具体的にどういうことを考えている

のか、その辺お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 議員おっしゃるよう

に、地域の食材を生かしたものをＰＲできるよう

な使い方ができればなというふうに思っています。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） フードコートは何店ぐら

いの予定で、わかる範囲でいいので、具体的なも

のがもしあればお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） フードコートにつき

ましては、もう設備上ハードの形で決まってまい

りますので、現在設計に入っておりますのは、店

舗数でいきますと２店舗が設置される予定でござ

います。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） ２店舗ということで、私

の考えですが、チャレンジショップ的な地域の若

い方、あとはやる気のある方にぜひそのフードコ

ートを利用して、ステップアップして自分のお店

を持てるとか、そういったものも取り入れていた

だきたいと思います。 

  続きまして、これまで駅前で行われてきました

カワッタ家、駅前活性化委員会の事業等は、今後

まちなか交流センターができるのによってどのよ

うに変わってくるのか、その辺をお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） カワッタ家におきま

しては、これまでもさまざまな事業に取り組んで

地域の活性化に寄与していただいているというふ

うに私どもも考えております。全てその機能が移

行するというふうなものではございませんが、現

在実施されている事業で交流センターで実施でき

るようなもの、また要望の強いもの、新たにカワ

ッタ家の経験を踏まえてバージョンアップできる

ようなもの、そういったものはできるだけ取り込

んでいきたいなというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  誰よりもあの地域を愛している駅前の人たちは、

これまで培ってきた長年の経験があります。そう

いったものを生かして、交流センターへの土台と

なって引き続き頑張ってほしいと私は期待してお

ります。 

  （仮称）まちなか交流センターができることに

よって最大のＰＲポイント、またセールスポイン

トはどのようなところなのか具体的にお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 交流センターのＰＲ

ポイントということでございますが、基本計画等

にいろいろなコンセプトが出ております。基本的

な考え方は全くそのとおりでございますが、私ど
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ものほうで、今加えて思っているのは、やはり地

域と一緒になって、あそこの施設、公がつくるわ

けですが、本当に地域の力がそこにたくさん加わ

って、さらにでき上がった後もそこを拠点として

地域に人が回遊して、それによってあの黒磯の駅

前が活気にあふれてくるんだよというシンボル的

な施設にしていきたいですし、そこが一番のポイ

ントになってくるのかなというふうに思っており

す。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  今後整備されるまちなか交流センター、駅前図

書館は黒磯駅周辺地域の活性化を占う非常に重要

な事業であります。建設することが目的ではなく、

建設した後、まちなか交流センターを最大限にフ

ル活用して、黒磯駅前からの波及効果で人の流れ

が変わり、活気あるにぎわいあるまちづくりの起

爆剤となり、皆様に愛され、喜ばれる交流センタ

ーになるように期待しております。 

  ちなみに今月の９月10日、今度の日曜日でござ

いますが、もったいない市も開催しておりますの

で、時間がある方は、ぜひ行ってみてください。 

  以上で私の市政一般質問を終了いたします。大

変ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で１番、山形紀弘議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 田 村 正 宏 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、３番、田村正宏議

員。 

○３番（田村正宏議員） 議席番号３番、公明クラ

ブ、田村正宏です。よろしくお願いいたします。 

  通告に従いまして、一般質問をさせていただき

ます。 

  １、公立小中学校職員の働き方改革について。 

  過日の全国紙の声の欄に「学校の働き方改革を

切望する」という見出しで66歳の男性の方の投稿

が掲載されていました。抜粋して紹介すると、

「息子は中学校の教員。日々の授業の準備は当然

だが、夜更けまで残業、朝夕や土日の部活の指導

もあり、３、４カ月以上１日も休日がとれないこ

とがある。過労死ラインをはるかに超える労働で、

このままでは生徒に寄り添う、きめ細かな教育が

できなくなるのではないかと案ずる。締めくくり

として、親として残業代云々より命あっての物種、

健康で人間らしく働けるように教員の働き方改革

を切に願う」という切実なものです。 

  長時間労働による過労死事件や社会の構造変化

に伴う人手不足に起因する民間企業の働き方改革

などはメディアにセンセーショナルに取り上げら

れることもあり、人々の関心も高く、ワーク・ラ

イフ・バランスなどの標語とともに官民挙げてさ

まざまな施策が講じられています。 

  一方公務員、中でも公立学校の教職員はどうで

しょうか。ことしの４月下旬に文科省より教員勤

務実態調査の結果の速報値が公表されましたが、

それによれば、国が過労死ラインとしている週20

時間以上の残業をこなす教員は、小学校では約

35％、中学校では約60％に上ります。また、ＯＥ

ＣＤが公表している国際教員指導環境調査によれ

ば、加盟34カ国中、日本の教員の平均勤務時間が

一番長いとの結果が出ています。 

  そんな中、先般閣議決定された「経済財政運営

と改革の基本方針2017」、いわゆる骨太の方針の

第２章成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展

に向けた重点課題の中に初めて、教員の厳しい勤

務実態を踏まえ、適正な勤務時間管理の実施や業

務の効率化・精選を進めるとともに、学校の指導、
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事務体制の効果的な強化、充実や勤務状況を踏ま

えた処遇の見直しの検討を通じ、長時間勤務の状

況を早急に是正することとし、年末までに緊急対

策を取りまとめるとの文言が載りました。 

  国もやっと重い腰を上げようとしています。そ

のような背景を踏まえ、まず、本市としての現状

と課題をしっかり認識し、情報を共有した上で国

に先駆けて、喫緊の課題に対処する必要があると

思います。 

  そこで、以下の事柄についてお伺いします。 

  ⑴勤務実態及び勤怠管理・労務管理について。 

  ⑵長時間労働解消に向けた負担軽減施策につい

て。 

  ⑶メンタルヘルス対策について。 

  ⑷学校課題の共有化及び県・市との連携につい

て。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 田村正宏議員の公立小中学校

教職員の働き方改革についてのご質問でございま

すが、私から一言お話を申し上げさせていただき

たいと思います。 

  教職員の働き方改革につきましては、近年、各

種メディアでも取り上げられておりますとおり、

本市においても喫緊の課題であると認識をしてお

ります。本市では、これまで教職員の負担軽減を

図るため、市採用教師等の配置や校務支援システ

ムの導入など各種施策を展開してまいりましたが、

今後さらなる負担軽減が図られるよう、そういっ

た取り組みが必要であると考えております。 

  答弁につきましては、教育長からいたさせます。

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

１の公立小中学校教職員の働き方改革につきまし

て、順次お答えをさせていただきたいと思います。 

  初めに、⑴の勤務実態及び勤怠管理・労務管理

についてでございます。 

  勤務実態把握につきましては、学校施設警備業

務として契約をしております警備会社からの管理

記録表によりまして各学校の最終退庁時刻の把握

をしているというような状況であります。しかし、

これはその学校としての把握でございまして、教

職員個人を特定して把握をしているものではござ

いません。 

  現在、学校現場における業務改善を図るために、

その基礎資料といたしまして教職員一人一人の勤

務時間を把握するための調査を現在行っていると

いうようなことでございます。 

  教職員に係るその他の労務管理についてでござ

いますけれども、管理職は、教職員評価に係る面

談の場などを活用いたしまして、有給休暇や代休、

振りかえ休日の適切な取得状況につきまして確認

をしているというようなことでございます。 

  また、教職員の健康診断も毎年実施をしており

ます。さらに、各種ハラスメントの悩み等につき

ましては、積極的に個別面談を実施するよう管理

職への働きかけを行うとともに、教育委員会にお

きましても、いつでも相談に応じる体制を整えて

いるというような状況にございます。 

  今後も市教育委員会と学校の連携を密にした対

応を心がけ、教職員が心地よく働く環境の整備に

努めてまいりたいと、このように思っております。 

  次に、⑵長時間労働解消に向けた負担軽減施策

についてお答えをいたしたいと思います。 

  平成28年度から事務処理の効率化を図るために

校務支援システムを導入しております。これまで

個別に行っていたさまざまな校務処理が、蓄積さ
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れたデータをさまざまな形で活用することで事務

処理の時間が短縮され、迅速かつ効果的な校務の

実現につながっております。一方で、教職員一人

一人に配備されましたパソコンでしか仕事ができ

なくなるとなりますと、以前よりも学校にいる時

間が長くなってしまうために、自宅にいて自宅の

パソコンを使用して校務処理が行える仕組みも導

入し、いわゆるワーク・ライフ・バランスに配慮

できるような環境の実現にも努めているというよ

うなことであります。 

  また、各学校には教職員の毎月の定時退勤日、

この設定を行ったり、家庭の日であります第３日

曜日には部活動を行わないように指導を行ってい

るというようなことでもございます。 

  加えて、学校のサポーターがふえることも教職

員の負担軽減につながると、このように考えてお

ります。学校の教育活動を進めていく上で家庭や

地域との連携は不可欠でありまして、登下校指導

やスポーツ少年団活動、部活動、学校環境整備、

本の読み聞かせ等で多くのボランティアの方に協

力をいただいております。今後、モデル校を指定

いたしまして、地域学校共同本部事業を積極的に

推進し、地域との連携強化に努めてまいりたいと、

このように思っております。 

  次に、⑶のメンタルヘルス対策についてお答え

をいたします。 

  本市におきましては、平成27年12月１日に施行

されました労働安全衛生法の一部改正に基づきま

して、労働者が50人以上いる事業所に義務づけら

れました心理的な負担の程度を把握するための検

査を平成28年度から全ての学校の管理職、県・市

採用の常勤の教職員に対しまして実施をしており

ます。検査結果は個人宛てに配布するとともに、

所属ごとのストレスの傾向を把握することで職場

環境の改善に生かしているところでございます。

また、検査結果によりストレスが高い状態の職員

につきましては、専門医師による面接を勧奨いた

したところであります。 

  最後に、⑷の学校課題の共有化及び県・市との

連携についてお答えをいたします。 

  これまで文部科学省及び厚生労働省から学校現

場における業務改善や労働時間の把握についての

ガイドラインが示されており、各学校の管理職及

びその他の教職員がそれぞれの勤務時間について、

改めて意識を持って勤務するよう働きかけをして

きております。 

  今後もさらに適正な勤務時間管理がなされ、勤

務実態の改善が図られるように、タイムマネジメ

ントの視点を持って必要な指導、助言を行ってい

きたいと、このように考えております。 

  ことしの６月には学校における働き方改革に関

する方策などにつきまして、文部科学大臣が中央

教育審議会に諮問を行ったことを受け、私どもと

いたしましては今後の国の動きを注視しながら、

教職員が担うべき業務の見直しや働き方の改善を

図り、教職員のワーク・ライフ・バランスの実現

を果たすためにも県や学校と有機的に連携をいた

し、一体的、総合的に業務改善に引き続き取り組

んでまいりたいと、このように思っています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） それでは、順次再質問を

させていただきます。 

  勤務実態及び勤怠管理・労務管理についてです

が、先ほどの答弁によりますと、警備会社のデー

タにより退庁時刻を把握しているとのことでした

が、個別の学校の現場においても、教職員それぞ

れの出退勤の記録や管理はなされていないとの理

解でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは学校によりまして

は、既に個人ごとの出退勤につきまして確認をと

るようなことを行っている学校もございます。あ

るいは最終退庁者が誰だったのかというようなこ

とを校務日誌に記録をする等、このような形で把

握をしているということで、学校ごとにその実態

は違っているというようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 学校ごとに対応が違うと

いうふうに理解をいたしました。 

  また、勤務時間を把握するための調査を行って

おりますとのことでしたけれども、具体的にどの

ような調査が行われているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 実は今週から４週にわた

りまして実態を調査するということで、現在行っ

ているところでありますけれども、１つは、先ほ

ど申し上げましたように先生方お一人お一人パソ

コンを持っておりますので、パソコンの電源のオ

ン・オフの記録がサーバーのほうに記録されます

ので、そういったものを教育委員会としては記録

を集計して把握ができるかなというふうに思って

おります。ただ、これは必ずしも学校を退室した

タイミングと電源をオフにしたタイミングが合う

かどうか、これはまた難しいところであります。 

  ですので、各学校におきまして、先ほど申し上

げましたように各学校の実態に応じてという部分

でございますが、例えば自己申告的に記録を残し

ておくこと、あるいはパソコンを使って表計算の

ような機能を利用いたしまして集計する等の学校

に選択肢を持っていただきまして、それで現在の

ところ調査を行っているというようなことでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 最近やっとそういった取

り組みを始めたというふうに理解をいたしました。 

  いずれにしましても、民間企業に30年以上身を

置いた立場からすると、にわかには信じがたい気

がいたしました。今回質問するに当たり、新聞や

ネットを通じ情報を収集する傍ら、複数の現役の

教職員の方々、元校長先生また保護者の方々の生

の声を聞くにつけ、学校現場の労働時間の特殊性

については認識を新たにしたところであります。

その特殊性を理解するためには、その歴史を確認

する必要があると思いますので、最近ある雑誌に

掲載されていた一文を紹介いたします。 

  戦後の1948年に公務員の給与体系が変更された

際、教員については、勤務時間を測定することは

困難などの理由から一般の公務員より１割増額し

た給与額に切りかえるとともに、超過勤務手当を

支給しないことが決められた。だがその後、教員

の１割高い給与水準が廃止されたため、多くの都

道府県で残業代を求める訴訟が起こされ、超勤問

題として社会問題化した。紆余曲折を経て、1972

年に施行されたのが給特法と呼ばれる国立の義務

教育諸学校等の教諭等に対する教職調整額の支給

等に関する特別措置法だ。これは、教員には超過

勤務手当や休日給を支払わずに、かわりに教職調

整額を支給するというものだ。教職調整額は俸給

月額の４％、これは1966年度の勤務状況調査で、

当時の教員の月平均残業時間だった８時間分の給

与に相当するものだ。逆に言うと、教員には８時

間を超える分の残業代は一切支払われないことを

意味する。昨今、ブラック企業などで採用され、

その違法性が指摘されている固定残業代制度のよ

うだ。当時、超過勤務手当や休日給の不支給を決

めた理由として、教育が特に教員の自発性、創造

性に基づく勤務であり、夏休みのように長期の学
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校休業期間があるという教員の勤務の特殊性が挙

げられた。また、給特法施行と同時期に教員の勤

務時間については割り振りを適正に行い、原則と

して時間外勤務を行わせず、臨時または緊急にや

むを得ない必要がある場合に限って時間外勤務を

命ずるということとなった。しかしながら、教員

の残業の実態は年々悪化を続けており、現在の状

況は給特法施行時とはまるで違ったものになって

いるというものです。 

  時代と国民のマインドは大きく変化し、学校を

取り巻く社会的背景は激変しました。そして、学

校に寄せられる期待と業務が過去と比較にならな

いほどふえ続けているにもかかわらず、教育に携

わる教職員の情熱や教育界の伝統とされる献身的

教師像を引き継いで、ぎりぎりまで責任を果たそ

うとする教師の誠実な勤務態度や責任感が変わら

ないことをいいことに、半世紀近くも問題を放置

してきたのは政治、行政の不作為だと私は思いま

す。 

  どうせ残業代がつかないのであれば、勤務時間

を一々把握する必要はないとのあしき慣習が根底

にあったと思料されますが、一方、冒頭で紹介し

たことし４月下旬に文科省より公表された教員勤

務実態調査の質問の中で、「毎日の出退勤時刻の

管理をどのように行っていますか」との問いに対

して、「タイムカードなどで管理職が出退勤を確

認している」と「校務支援システムなどＩＣＴで

出退勤の時刻を記録している」との回答の合計が、

小学校では22.7％、中学校では21.1％に上ってい

る事実があります。 

  また、隣接市である大田原市は、先週８月30日

の下野新聞によれば、大田原市小中学校教職員の

働き方改革プランを作成し、時間外勤務の25％削

減を初め６項目の改善策を設定し、９月１日より

実施するとの報道がなされています。さらに、同

日の一般紙各紙には、文科省の諮問機関である中

央教育審議会がタイムカードや校務支援システム

を活用して勤務時間を客観的に把握することなど

を求める緊急提言を発表したと報じられています。

その提言の前文には、今できることは直ちに行う

認識が必要と書かれています。 

  また、本市においても、本年度よりＮＰＯに移

管となった放課後児童クラブの職員の勤怠管理に

タイムカードが導入されたと聞いております。こ

れはちょっと裏はとっていないので、間違ってい

たらごめんなさい。 

  前置きが長くなりましたが、改めてお聞きしま

す。勤務実態を正確に管理することで過重労働が

すぐに改善されるわけではありませんが、長年の

ずさんな管理システムが公立小中学校教職員の長

時間勤務の一因であることに異を唱える人はいな

いと思います。勤務実態の適切な把握が教職員の

働き方改革にとって最優先課題の一つだと思いま

すが、いかがお考えでしょうか、お願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今、議員おっしゃったと

おり、教職員、特に教諭につきましては教職調整

額ということで、本俸の４％を充てることによっ

て、超過勤務は限定的にしか命じられないという

ような制度になって、ずっときているわけであり

ます。ですので、ある意味、意識の中にきちんと

した勤務管理が長年にわたって学校現場で少しお

ろそかになっていたということは、これは否定で

きない事実であろうというふうに思っております。 

  ですので、私も今回このような形でというか、

国を挙げて、まさに学校現場の先生方の働き方に

ついて問題視をして改善をしていこうというよう

な機運になってきたことは、ある意味学校現場と

しては救われるところではないのかなというふう
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に思っております。 

  もともと教育というのは、雑誌などにも出てい

るかもしれませんけれども、無限の愛といいます

か、ここまでで終わりというようなことはない仕

事、そして人が人を育てるわけですので、人と人

のかかわりの中で育てていくということでありま

すので、ここから先はもうかかわりませんよとい

うふうになかなか言えないという、学校現場の実

態も恐らくあったんだろうと思います。 

  ただそう言っても生身の人間ですので、健康を

害してはならないということでございますので、

今月、市内に勤務する先生方の勤務実態を把握し

ますので、10月以降ですが、試行的ではあります

けれども、パソコンを利用しました先生方お一人

お一人の勤怠管理を実施していくということで現

在準備をしているところでございます。 

  また、勤務時間をなるべく時間外勤務を減らす

ためには、量的な部分だけでは進まない部分も私

はあろうと思っています。質的な部分につきまし

ても、学校現場で改善できること、あるいは教育

行政のほうが見直しを図らなければならないこと、

あるいはそういった取り組みについて保護者や地

域の方々に理解をしていただくといったさまざま

な要素がここにはあると思いますので、単純に量

的な規制だけかけてしまったとすると、場合によ

っては、先生方は平日の勤務は少なくなっても、

場合によっては処理し切れない部分につきまして

持ち帰ったり、あるいは休日に学校に来るという

ようなことにもなりかねないわけでありますので、

これにつきましては、よく学校現場のほうと協議

をしながら、すぐにやらなければならないこと、

あるいは中長期的にさまざまな視点から、かかわ

りのある方々との理解を得ながら進めていくこと

もあろうかと思いますので、それにつきましては

鋭意しっかりと対策をとってまいりたいと考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ここで私は、早急にそう

いった勤怠管理システムであったり、場合によっ

てはタイムカードのようなものを導入するべきで

はないかと申し上げようかと思いましたが、今、

教育長のほうから、早速そういった形で実現に向

けて動いていただけるという話をいただきました

ので、正直うれしい気持ちがいたしました。 

  ちなみに勤怠管理システムというのは、ネット

で見るとたくさん何十社も紹介されていて、非常

に導入コストもランニングコストもかからないの

で、そんなに導入するのに当たってハードルは高

くないのではないかというような感じがしていま

す。 

  ちなみに不幸にも過労で命を落とす教員は少な

からずいらっしゃるわけですが、ほとんどのケー

スで公務災害の認定がスムーズにいかない実態が

あります。係争に発展することも多々あるそうで

す。なぜか。何時間働いていたのか、その記録が

存在しないからです。正確な勤務実態の把握は、

当事者のためだけではない、ぜひそういった視点、

発想を持って対応していただければと思います。 

  次に、労務管理についてお伺いいたします。先

ほどの答弁では、有給休暇や代休、振りかえ休日

の適切な執行状況について確認をしておりますと

のことでしたが、私が直接話を伺った30代の小学

校の男性教諭は、休日に事務処理等でたびたび出

勤をするそうです。その際、管理職が在勤をして

いない場合は、特に自己申告をするわけでもない

ので休日出勤の事実は把握されていない、同僚に

ついても同様であるというような趣旨のことをお

っしゃっていました。 

  特殊なケースだと信じたいところですが、ぜひ

学校と連携をして情報共有と実態の再確認をする
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必要があると思いますが、見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほども触れましたけれ

ども、教員の勤務というのは、あくまでも勤務場

所だけでは完結しないという、いわゆる教員の仕

事の特殊性という部分があろうかと思います。で

すので、場合によっては学校以外の部分で仕事を

するということもあるわけでありますけれども、

先ほど申し上げましたように休日に出勤をすると

いうことは、実は時間外勤務につきましては４つ

の項目についてのみ管理職が命じることができる

というわけでありますので、休日に自分の仕事の

ために学校に行って仕事をするということについ

ては、管理職から休日出勤の命令はできないわけ

であります。ですので、そういった部分につきま

しては、あくまでも自主的な行為というふうにな

らざるを得ない。ただ、それを全く見逃している

というか、知らないままにしておくということは、

これは適切なことではないというふうに私も感じ

ております。 

  ですので、こういった部分につきましても今後

しっかりと、管理職におきましては個々の教職員

の勤務実態の把握というのは、今後しっかりとま

ずはしていく必要があるだろうというふうに思っ

ておりますので、先ほど申し上げましたように、

10月からはきちんと管理をしていくというような

ことを、まずは徹底していきたいというふうに思

っております。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 引き続きよろしくお願い

いたします。 

  労務管理についての質問の続きです。各学校の

現場の具体的な職責別の有給、代休等の取得状況

がおわかりであれば教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 職種ごとの有給休暇の取

得率ということでございますのでお答えいたしま

す。 

  まず、管理職ですが、校長ですが、昨年度でご

ざいますけれども61.9％、教頭で58.9％、教諭で

67.5％、養護教諭で74.6％、事務職員で64.2％、

全体的にならしますと、67.0％という数字があり

ます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 今の数字は、いわゆるそ

れぞれに付与されている有給の総数に対しての取

得率ということでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 付与日数に対しての取得

率ということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 私は、多分２割とかそん

な数字を予想していたんですけれども、非常にび

っくりしたのが実感でございます。 

  先ほど休日出勤の件数なんかもお話ししました

けれども、ただ代休とかは当然休日出勤をしてい
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ればとる権利があるのかなと思いますけれども、

休日出勤していることさえが把握されていないの

であれば、本来とるべき代休がとれていないなん

ていうケースが、場合によってはあるのかもしれ

ないななんていうのは思ってはいます。 

  それは置いておいて、どちらにしても職員のモ

チベーションの向上のためには、公平公正な労務

管理が欠かせないと思います。もし不十分であれ

ば、市が主導して共通のルールのようなものをつ

くったらどうでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、年休の取得なんで

すけれども、学校現場の職員の特殊性というんで

しょうか、特に担任を持った先生方につきまして

は、その先生が平日にお休みをとるというふうに

なりますと、受け持っている子どもたちを誰かほ

かの職員が見なければならないということが起こ

ってまいります。当然のことながら、学校現場に

は潤沢に先生方が配置されているわけではござい

ませんので、当然それぞれの先生方に与えられた

用務がある中で勤務をしているわけでありますの

で、その先生がいなくなることによって誰かがカ

バーするというようなこと、学校全体としてカバ

ーするというようなことが起こってくることが背

景にありまして、これは決していいことではない

わけでありますけれども、正直申し上げまして、

平日に年休を取得するというのはなかなかとりに

くい現場であるということは、正直、私も認めて

おります。 

  その分、子どもたちが登校していない長期休業

中等であれば、比較的年休が取得しやすいという

ことでありますので、そういったところでまとめ

て休暇をとるような努力はしておりますが、と申

しましても長期休業中であっても、先生方はそう

いった時期を利用いたしまして研修とか、さまざ

まな別な用務が入ってくるというような実態がご

ざいます。ちなみに長期休業中であっても、先生

方にとっては勤務日でありますので、自由に休ん

でいるというようなことではないということは、

ご理解いただければありがたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 承知をいたしました。引

き続きしっかり市と学校と連携をして、実効性の

ある労務管理が行える環境を整えていただきたい

と思います。⑴の質問はこれで終わります。 

  続きまして、⑵長時間労働解消に向けた負担軽

減施策について再質問させていただきます。 

  文科省の教員勤務実態調査の質問項目の中に、

業務内容別の学内勤務時間（平日）という項目が

あります。それは、１日のうち業務内容別に費や

す時間を記入するというものですが、業務内容の

数が授業から始まり、職員会議など25種類もあり

ます。いかに今の先生が忙しいかを物語るものだ

と思います。 

  特に近年、たびたびメディアでも話題になって

はいますが、部活動の指導に費やす時間が以前と

比較すると格段に増加をしています。そもそも部

活動は、教員が必ずしも指導の義務を負うもので

はないという考えもあるようですが、実態は、約

66％の中学校が全教員が顧問になることを原則と

しているそうです。 

  本市はどういう状況であるかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 部活動でございますが、

これは教育課程外の活動というふうに位置づけら

れておりまして、生徒の自主的、自発的な活動と

いうふうに一応位置づけられておりますけれども、

学校管理下での活動でございますので、先生方が
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必ず何らかの形でかかわりを持つというのが現実

でございまして、本市におきましても、中学校に

おきましては原則的には、どの子も何かの放課後

の活動には参加をすると。したがいまして、そこ

には指導に当たる教員が必ずつくというような形

になっております。 

  なお、小学校につきましては、本市におきまし

ては、勤務時間までの間はスポーツ活動、部活動

という形の位置づけ、勤務時間後につきましては、

いわゆるスポーツ少年団活動という形で使い分け

をしておりますが、やはり何がしかの事故があっ

たときの管理責任というものが当然のことながら

ついて回りますので、そういった部分につきまし

て、先生方がかかわっているというようなことが

現状でございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 承知をいたしました。 

  文科省は学校の教員の負担を減らすために、外

部人材でも部活動の指導ができるように学校教育

法施行規則を改正し、ことしの４月１日から部活

動指導員を制度化いたしました。来年度予算の概

算要求にも部活動指導員配置促進事業として計上

されております。適切な練習時間や休養日の設定

など、部活動適正化を進める自治体を対象に外部

指導員配置の費用を補助するものです。 

  本市としても教員の負担軽減のために積極的に

制度を利用する必要があると思いますが、任用に

向けてアクションは起こされているのでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃるとおり法

改正もございまして、しっかりとした形で道づけ

られたということで大変よいことだというふうに

思っております。ですので、こういった制度を活

用いたしまして先生方の負担の軽減というのは、

ある一定の効果が私はあるのではないのかなと思

います。 

  ただ問題は、そういう制度ができても、そこに

かかわる人材をどう確保するかというのが、これ

が非常に現実的に大きな問題になってくると思い

ますので、これらにつきましては、当然のことな

がら前向きに検討していくわけでありますけれど

も、当座は先生方が適切な部活動を運営するため

に、休養日をしっかりとるということをまずは進

めていければいいなというふうに思っております。 

  中学校につきましては、実はこの４月から広域

的に那須地区２市１町の申し合わせ事項といたし

まして、第３日曜日、家庭の日は部活動はお休み

しましょうと、このようなことから始めましょう

というようなことでスタートしておりますが、中

学校体育連盟、県の中体連のほうの申し合わせで

あるとすれば、第１日曜日もお休みをしましょう、

週一はお休みをしましょう、あるいは小学校につ

きましては、未来に羽ばたけという那須地区全体

で申し合わせてつくっておりますスポーツ少年団

のあり方についての部分でも、小学生であるとす

れば週３日程度の練習日が望ましいと、そういっ

たルールがもう既にあるわけでありますので、学

校現場としても広域的に、みんなでこのルールを

守っていくというようなこと、すぐにでも取りか

かれることではないのかなと、その上で議員おっ

しゃったような外部の指導者の導入というものも

当然考えていかなければならない、こう思ってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 人材がという話がありま

したが、たくさんふさわしいような人材が埋もれ

ているような気がしますので、ぜひ並行してそう

いった人材、人材バンクのようなものを活用する
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のも一つかと思いますけれども、並行して進めて

いただきたいと思います。 

  今の答弁でもありましたけれども、毎月の定時

退勤日の設定であったり、第３日曜日には部活動

を行わないという指導をされているということで

すけれども、さてそれが実際に実行されているの

かどうか、市として結果を把握しているのでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 第３日曜日の家庭の日は

お休みをしましょうというのは、かなり徹底、実

践されてきているなというふうに思っております。

また、月一度の定時退庁日、これは学校の実情に

合わせまして、市内統一して例えば第３週の水曜

日とか、あるいは金曜日とかということは特定せ

ずに、それぞれの学校に応じて、この日を本校と

しての定時退庁日として決めるというふうにして

実施をしていただいております。この辺につきま

しては、冒頭申し上げましたように、警備の記録

のほうから教育委員会としても確認をしていると

いうようなところでございますし、校長会議のた

びに、このことにつきましては私のほうから直接、

校長先生方にお願いをしているというところでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 引き続き実効性をしっか

り高めるような方向で指導していただければと思

います。 

  あと定時退勤日、月一ということですけれども、

月一というのは余りにも少ないというか、せめて

週一とかにはならないものなんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 私もそうあってほしいと

いうふうに思いますが、いきなりそういった量的

な規制をかけますと、業務内容の精選というんで

すか、改善を図ることを同時に進めていかなけれ

ば、私はどこかで先生方は仕事をしなければなら

ない時間をつくらざるを得ないというふうになっ

てくるんだろうと思います。そういった意味で早

く帰った分、実は家庭のほうで学校にいたと同じ

ような事務処理をしなければならないということ

も起こり得ることになってくるんではないのかな

というふうに思いますので、その辺につきまして

は、しっかりと学校のほうと協議しながら、質的

な部分についても早急に改善を図っていかなけれ

ばならないと、こう思っております。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 承知をいたしました。将

来的にはそういった週一ぐらいでしっかり帰れる

ような体制づくりができればいいかなというふう

に思います。よろしくお願いします。 

  それで、教員の負担感の強い業務の一つとして

給食費等の未納金の徴収があります。文科省から

昨年６月に出された学校現場における業務の適正

化に向けてという書面の中に、学校給食費を公会

計化し、徴収、管理等の業務を教育委員会や首長

部局に移行した自治体においては、教員の時間的

かつ精神的な負担が大きく減少しているほか、一

般会計に組み入れられることにより会計業務の透

明性が図られるとともに、年間を通じて安定した

食材調達等が可能になったなどの効果が報告され

ていますと記載されています。 

  本市においても給食費の滞納者は100名を超え

ておるかと思いますが、負担軽減のためにも公会

計化を検討する必要があると思いますが、見解を

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） まず、給食費ですが、こ

れは既に公会計の扱いとなっております。また、

現在は口座振替の手続をとっておりますので、先

生方が直接給食費を現金で扱うというような事務

処理は、現在学校ではありません。 

  また、滞納等につきましては現在のところ、学

校と協働して処理を対応している現状にあります

が、これにつきましても教育委員会が一括をして

給食の経理ができるシステム、給食費収納管理シ

ステムと言いますが、これも国で恐らく言い始め

ている部分だと思いますが、これにつきましては、

本市におきましては既に準備に取りかかっており

まして、できれば平成31年ぐらいから、これが運

用できればいいなというふうに担当と検討してい

るところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 承知をしました。私ちょ

っと認識不足で申しわけございませんでした。 

  あといわゆる負担感の強い業務の一つに、いわ

ゆるクレームの対応というのがあるかと思います

が、私が直接お話を聞いた40代の、この方は小学

校の男性の教諭の方ですが、深夜であったり休日

であったり、直接携帯に電話がかかってくる。そ

ういう対応をすることがたびたびあるんだという

ようなことをおっしゃっていました。さまざまそ

の理由はあるんだと思いますけれども、仮にその

先生が１人でそういったものを背負っているので

あれば、非常にこれは酷な話だなとは思いました

が、いわゆるクレーム、さまざまなクレームがあ

るかと思いますけれども、そういった件数であっ

たり、内容であったり、そういうことについて学

校と情報の共有というのはされているのでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、児童生徒指導上の

さまざまな問題等につきましては、決して学校だ

けにお任せしているわけではありませんで、教育

委員会の生徒指導担当の指導主事、２名おります

けれども、この２人が本当に夜遅くまで学校と連

携をして対応して事に当たっているという実態を、

まずはご紹介させていただきたいと思います。 

  また、クレームというのはちょっと言葉がきつ

いかもしれませんけれども、さまざまな形の相談

を受けるということは、学校現場ではよくあるこ

とであると思います。ただ、その相談を受ける時

間帯が、議員ご承知のとおり、今多くの保護者の

方々はご両親ともお仕事を持っていらっしゃいま

すので、勤務が終わってからということになりま

すと、勢い６時、７時、８時と、こういうような

時間帯になってくると。そういう時間で相談を受

けなければならないこともある。緊急を要するよ

うなものにつきましては相談を受けたり、あるい

は場合によっては家庭訪問するとか、そういった

ことが学校現場では少なくないというような実態

であることもご理解いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） わかりました。とは言っ

ても放ってはおけない現場では、個々人の教師に

とっては非常に深刻な問題を抱えている方も中に

はいるかもしれないので、その辺のケアをしっか

りしていただければというふうに思います。これ

で⑵の質問は終わらせていただきます。 

  次に、⑶メンタルヘルス対策について再質問さ

せていただきます。 

  最初のご答弁で、全ての学校でストレスチェッ

クを実施しているとのことでしたが、専門医師と

の面接が必要と判断された職員は何名いたのか、

もし把握されているようであれば、お伺いいたし

ます。 



－164－ 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ストレスチェックでござ

いますけれども、昨年度から実施をいたしており

ます。その中でいわゆる高ストレスというふうな

判定を受けた教職員は、市全体で27名、昨年度お

りました。全体のうちの4.6％というような数と

なっております。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 本市において、いわゆる

鬱病などの心の病で休職中の教員の人数、これを

もし把握されているようでしたらお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在、本市にはおりませ

ん。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） わかりました。それは非

常にいいことだと思います。 

  一方、市内のある中学でこの４月に新任として

配属された教師が１カ月程度勤務しただけで退職

をしています。相当な精神的、肉体的負担及び苦

痛があったと思料されます。退職した理由等は把

握をされているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員、今おっしゃったよ

うなことは実際に起こりました。ただ、これにつ

きましては個々のさまざまな事由がありますので、

必ずしもその職場がどうこうという部分ではない

のではないかなと思いますが、ただ先生になるた

めに大学で勉強してきている中では、実際に学校

現場での勤務、授業するあるいは授業のための準

備をする等のほかにさまざまな用務があるという

ようなことについては、なかなか理解できないと

いうようなことも若干あるんではないかなと、そ

んな気もいたします。そういう中で４月から現場

での仕事が始まったというようなことの中で、残

念ながら今回そんなことがあったということは、

私としても大変残念だというふうには思っており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 本当に非常に不幸な出来

事だとは思いますけれども、何か今後そういった

防止策というか、そういったことを例えば学校と

共有して対策を講じられているのでしょうか、も

しくは今後そういった対策を講じる予定があるか

どうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） このケースにつきまして

は、細かな部分について触れますと個人の問題に

なってしまいますので触れられない部分もありま

すが、決して学校におきまして、その先生を１人

にさせていたわけではありませんので、当初から

さまざまな形で相談を受けたりしながら、かかわ

っていたということだけは、しっかりと話をして

おきたいというふうに思っております。 

  冒頭申しましたとおり、教職教科に係る部分で

必ず管理職は年度初めに、それから年度途中に、

そして年度末に必ず一人一人の教員と時間をかけ

て面談をする、そういった機会もあります。また、

多くの学校では学年単位あるいはブロック単位で

先生方がしっかりとコミュニケーションをとって

おりますので、そういう中で細かな部分について

さまざまな形で相談したり、相談を受けたりとい

うようなことは市内の各学校においてはできてい

るのではないのかなというふうに思っていますし、

今後さらにそういった体制はしっかりと堅持して
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いっていただきたいというふうに願っております。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） ぜひ今後はそういったこ

とがないように、しっかり対応していただければ

と思います。 

  全国では毎年5,000人を超える教師が精神疾患

で休職に追い込まれております。新規採用の若手

教員では、条件採用期間中に病気で離職した教員

のうち９割以上が精神疾患によるとのデータがあ

ります。また、精神疾患で休職中の教員の約半数

が所属校に配置後２年以内に休職に至っていると

のデータもあります。転任、新任教員に対しては、

市としても学校と一体になって格段の配慮をする

べきではないかと思いますが、見解をお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校現場の抱える課題と

いうのはたくさんありますし、またそれが非常に

きめ細かな指導を求められる状況に年々なってき

ているなというふうに思っております。そういっ

た部分にそれぞれの先生方が対応していかなけれ

ばならないという大変厳しい部分もあるというふ

うに私どもも認識しております。ですので、そう

いったものにつきまして決して１人では抱え込ま

ない、そういうような体制づくり、これはどこの

学校に行ってもでき上がっているだろうというふ

うに思っております。 

  ですので、今後ともメンタルヘルスケアにつき

ましては、管理職がしっかりとした考え方のもと

にこの体制をしっかり整えていくこと、これはぜ

ひ続けていきたい、さらに強化していきたいと、

こう考えます。 

○議長（君島一郎議員） ３番、田村正宏議員。 

○３番（田村正宏議員） 承知をいたしました。ぜ

ひ教育長のリーダーシップで働きやすい職場環境

づくりを引き続きお願いしたいと思います。⑶番

は以上で終わりです。 

  ⑷番の学校課題の共有化及び県・市との連携に

ついては冒頭お答えいただきましたので、特に再

質問はございません。 

  最後になりますが、次代を担う子どもたちの教

育に携わる小中学校の教職員の方々が健康で人間

らしく働くための働き方改革は、市の将来のため

にも大変に重要であります。幸い国もここに来て

大きくかじを切ろうとしております。我々も市民

として問題意識をしっかり持ち、見守り、協力し、

また監視をしていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

  以上で質問を終了いたします。ありがとうござ

いました。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） すみません、最後に大変

今回こういった形で質問を受けさせていただきま

して感謝申しますが、一言だけつけ加えさせてい

ただきます。 

  実はこの問題につきましては、８月中に市のＰ

ＴＡ連絡協議会のＰＴＡの会長さん方との懇談会

がありまして、その折でも実はＰＴＡ会長さん方

からもご心配のお声をお聞きいたしました。当然

のことながら、この教職員の働き方改革につきま

しては、先ほど申し上げましたように学校、教育

委員会だけではなくて保護者や地域の方々の理解

を得るということが大切だと思っていますが、特

にＰＴＡ会長さん方からは協力すると、そんなふ

うな話もいただきましたので、ぜひ連携していき

たいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 以上で３番、田村正宏議

員の市政一般質問は終了いたしました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星   宏 子 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） こんにちは。８番、公明

クラブ、星宏子です。 

  通告に従いまして、市政一般質問を始めます。 

  １、ＡＥＤのさらなる設置と普及について。 

  公共施設においてＡＥＤの設置が進んでおりま

すが、夜間や休日閉館時は利用できません。その

ため24時間営業しているコンビニに設置ができな

いか提案もしました。 

  自主防災組織や自治会などでＡＥＤ講習会も盛

んに実施されるようになり、使用方法もわかるよ

うになっても、いざというときに施設が閉まって

いてＡＥＤを使えないことにより命を落とす懸念

があります。市内には公共施設のほかにＡＥＤを

設置している民間の施設や事業所もあることから、

以下についてお伺いいたします。 

  ⑴公共施設のＡＥＤの屋外設置についてお伺い

いたします。 

  ⑵経費節約のためにＡＥＤつき自動販売機の無

料レンタルを公共施設に設置する考えがあるかお

伺いいたします。 

  ⑶民間施設が所有するＡＥＤをお客様以外の市

民への貸し出しについて連携する考えがあるかお

伺いいたします。 

  ⑷ＡＥＤ設置個所が一目でわかるマップの作成

についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） １のＡＥＤのさら

なる設置と普及について、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の公共施設のＡＥＤの屋外設置につ

いてお答えいたします。 

  市内の公共施設には97カ所にＡＥＤが設置され

ており、その全てが屋内の設置となっております。

ＡＥＤの屋外設置につきましては、機器の維持管

理や盗難対策等の課題がありますので、現在、庁

内において市有施設全体での設置のあり方、屋外

設置の考え方について整理しているところでござ

います。 

  次に、⑵の経費節減のためにＡＥＤつき自動販

売機の無料レンタルを公共施設に設置する考えが

あるかについてお答えいたします。 

  現在、公共施設へ設置済みのＡＥＤ97台のうち

95台は買い取りにより設置しており、今後、更新

の際には設置費用やメンテナンスの容易さなどを

比較して、有利な方法を選択していくことになり

ます。自動販売機設置に伴う附帯サービスによる

ＡＥＤ設置につきましては、その中の一つの方法

として調査研究してまいりたいと考えております。 

  次に、⑶の民間施設が所有するＡＥＤをお客様

以外の市民への貸し出しについて連携する考えが

あるかについてお答えいたします。 

  民間施設が所有するＡＥＤにつきましては、一

般財団法人日本救急医療財団のホームページに設

置状況が公開されておりますので、それらの情報

の効果的な利用と民間施設との連携について研究

してまいりたいと考えております。 

  最後に、⑷のＡＥＤ設置個所が一目でわかるマ

ップの作成についてお答えいたします。 

  公共施設に設置されているＡＥＤにつきまして

は、既に市のホームページに設置箇所の一覧表と

地図情報を掲載しております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、順次再質問さ

せていただきます。 
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  ⑴番、ＡＥＤの屋外の設置についてなんですが、

先ほどご答弁いただいた中に盗難対策と維持管理

についての課題を検討しているということですが、

最近ふえてきました屋外にあります収納ボックス、

そういったものに収容して屋外設置をしている施

設もふえてまいりましたが、こうした屋外設置が

できる収納ボックスの設置については検討されて

いるかどうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 屋内設置の場合の

収納ボックスの関係でございますが、私どものほ

うで検討を進める中で調査をした中では、いわゆ

るスタンダード型の自立式というんですけれども、

そこら辺の金額と、それから壁掛け式のタイプと

２つありまして、若干金額の差とかございますの

で、検討会の中では、そのほかにボックス以外に

もボックスを設置するとなると電気代とか、それ

から電源がもしなかった場合は電源の工事が必要

であったりとか、あとは盗難防止のための保険の

加入、そういった諸経費がかかるとか、そこら辺

も調査しておりますので、検討の中ではそういっ

たことも含めながら進めているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。 

  今、諸経費も含めての計算をされているという

ことなんですが、およそどのくらいの費用になる

かはおわかりになったらお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） さまざまな会社が

あるかと思うんですけれども、私どものほうで把

握しているのでは、ボックスの立っている自立式

というものについては、大体、諸経費を除いてで

すけれども27万円程度、それから壁掛け式のタイ

プですと11万7,000円程度、約12万円といいます

か、そこら辺になると把握しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。自立

式だと27万円からということで、それ掛ける97台

分、もし全部室外にすると97台分必要になるとい

うふうになるかと思います。 

  まず、そうした設置費用がかかるのもそうなん

ですが、以前に私はＡＥＤの質問をさせていただ

いたときに、やはり24時間ということを考えまし

たら、室内にあるとどうしてもガラスを割って入

らざるを得ないので、その場合はどうしましょう

ということを質問した場合、割ってもいいよとい

うようなご答弁もいただいたこともありました。 

  そういったことも含めて、例えば身近なところ

で言いましたら、皆さんがわかりやすいのは多分

小学校とか中学校になるかなとは思うんですが、

施設が閉館されているときに、いざ取りにいくと

いったときに、ガラス窓を割ったとしても職員室

のどこにあるのか、例えば玄関先にあるのか、そ

れともロッカーの中にしまってあるのか、どこに

あるのかわからないと、やはり取りようもないも

のですから、そういったものも含めまして、例え

ば窓ガラスのところに設置場所とか、そういった

わかりやすいように表示した上で、割ってもいい

よというような共通認識の中でやっていくような

形で、やはり防犯上のことも考えられますので、

そういった場合には防犯カメラか、またはドライ

ブレコーダー的なものを映像として残していくよ

うなものが必要になってくるのかなと思うんです

が、そういった対策も含めてどのように対策を今

後考えていったらいいか、そこの部分も含めて検



－168－ 

討されているのかどうかもお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 検討の中でご質問

いただいた点を進めているかということなんです

けれども、一応ことしの２月に第１回の検討会を

庁内でやったんですが、今後また近々やる予定で

おります。それで今ご提案いただいたこととか、

そこら辺を具体的にその際の検討事項に入ってい

たかどうか、ちょっと私まだ把握していないんで

すけれども、当然国のほうでもガイドラインを示

していて、誰もがわかりやすい場所に配置するこ

とというものを示しております。利用するには当

然のことなのかなということがありますので、今、

議員のほうでご提案いただいた点なども今後の検

討会、もし庁内でまだ検討していないことがあれ

ば、そこら辺を含めながら検討していきたいと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひご検討をお願いいた

します。 

  それと、あと市有施設全体での設置のあり方を

整理しているというご答弁をいただきましたが、

その中でどのような意見が出されているのか、お

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 検討会の中での意

見はどんなものが出ているのかということなんで

すけれども、やはり盗難対策のことであったりと

か、あとは設置場所の関係、単に学校といいまし

ても体育館であったりとか、教職員室のあるとこ

ろであったりとか、いろいろなところがございま

すので、そこら辺の設置場所の関係とか、そんな

ところが出てございます。とりあえず市としての

ＡＥＤの配置基準といいますか、そこら辺を定め

る必要があるということで検討を進めているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。 

  ＡＥＤの配置基準を決めるというのはとても大

きな前進の一歩だと思いますので、ぜひよろしく

お願いいします。 

  施設の盗難対策と設置場所の関係ということで、

学校でいえば体育館か職員室にするかどうかとい

うお話も出たということでしたが、まず、ＡＥＤ

の適正配置に関するガイドラインという部分の中

では、室内配置方法として指摘しているのは、例

えば学校の中でいえば保健室よりも運動施設への

配置は優先すべきというふうに書いてございまし

た。そういったところといいますと、やはり運動

施設というとグラウンドになるかと思うんですが、

そこはやはり室外ボックスというふうになると思

いますので、ＡＥＤの市で定める配置基準の中で

もしっかり、どこに検討すべきか、一秒一刻を争

うということを考えたときに、室内に置いたほう

が有利なのか、それとも外に設置しておいたほう

がいいのかというのをよくご検討いただければい

いのかなと思います。 

  それと、その整理という部分で施設の整理、市

全体の公共施設の中でＡＥＤを設置してある公共

施設というものがあると思いますが、その中の施

設の中での整理というものの見直しはされている

のでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今現在97カ所に設

置をしているというふうに先ほどお答えしたんで
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すけれども、その設置場所そのものについての見

直しということはしているかということだと思う

んですが、そこら辺については、これからという

ことになるのかなと思っているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 今回この質問をするに当

たりまして、改めて市のホームページから市のマ

ップ、ＡＥＤ設置状況のほうを確認させていただ

きましたが、やはり公共施設の中でも未設置箇所

というのが数カ所ございました。うちの近所で言

いましたら南公園げんき広場、あと塩原の運動公

園、また児童クラブは基本、公民館の敷地内だっ

たり、または小学校の敷地内だったりということ

で、そちらのＡＥＤを使えばいいと思いますが、

そこから外れたところにあるそれ以外の児童クラ

ブ、そこは掲載をされていなかったものですから、

適正配置基準の中にもしっかり含めた上でご検討

いただければと思いますが、いかがでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 具体的な場所の指

摘をいただきまして、どうもありがとうございま

す。今後の検討会の中でぜひ生かさせていただき

たいと思います。ありがとうございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 続きまして、⑵番の質問

に移ります。 

  経費節約のためにＡＥＤの無料販売レンタルと

いうことで設置のことを先ほどお聞きしたんです

が、例えばＡＥＤの自動販売機の無料レンタルと

いうのはメンテナンスサービスなどもついており

ますので、これを利用客の多い施設の中に設置を

して、現在室内にあるものを自立型ボックスに入

れて室外へ置けば、例えば運動公園だった場合、

管理棟とか体育館、外のグラウンドと一緒に出せ

ば施設は２カ所になるということになりますけれ

ども、そういった配置の方法というのも考えられ

ると思いますが、市のほうではどのようにお考え

になるかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今現在、屋内に設

置しているＡＥＤの無料のサービスがついている

自動販売機の設置による方法はどうかということ

なんですけれども、自動販売機にＡＥＤが附帯さ

れているものにつきましては、いろいろやはり難

しい問題がございます。実際ネット等で調べてみ

ますと、ＡＥＤがついている自動販売機があるけ

れども、屋外設置についてはご相談とあったりと

か、あとやはりそのものが無料レンタルというこ

とになると、法の規制をクリアしなければならな

かったりとか、そんなところがあるのと、あとは

議員のほうでもおっしゃったように売り上げとの

兼ね合い、そういったところで、方法としては本

当に費用的に節約できるところなんですけれども、

難しいところがあるのかなと思っているところで

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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  ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） このＡＥＤつき自動販売

機の無料レンタルの設置につきましては難しいと

のご答弁をいただきましたので、検討の中で代用

できるようなものがありましたら、利用者の多い

施設においてぜひ検討していただきたく、この質

問を終わらせていただきます。 

  続きまして、⑶番です。民間施設が所有するＡ

ＥＤをお客様以外の市民に貸し出しということで

今後研究していくということでのご答弁をいただ

きましたが、こういったＡＥＤを設置する事業に

関しまして、先進的な取り組みをやっております

三島市の取り組みですか、この三島市におきまし

ては、あんしんＡＥＤステーション事業を行って

おります。市内にあります事業所に自主的にＡＥ

Ｄを設置していただきまして、その施設を利用さ

れる方の安全確保や施設周辺で重篤な傷病者が発

生した場合には、救急車到着まで設置してあるＡ

ＥＤを使用して救護していただくためのものです。 

  日本救急医療財団のホームページを参考にして

いただきながら、やはり那須塩原市にもたくさん

の事業所がございますので、新たにＡＥＤを設置

していただけるように、こういった三島市のよう

なＡＥＤステーション事業への協力を呼びかけな

がら、那須塩原市も安心して使えるようなシステ

ムをつくってはどうでしょうか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今、議員のほうか

ら三島市の例を出していただいたんですけれども、

私も救命の点からいえばＡＥＤの設置というもの

は不可欠なものなので、多くあればこしたことは

ないと思いますが、ただ経費のほうがかかります

ので、そこら辺のバランスでほかの自治体はどん

なことをやっているのかなといって、あくまでも

ネット上でございますけれども、今の三島市以外

にも何カ所かしか探せなかったんですが、まあま

あの数の自治体が、今おっしゃったような手法で

やっているところがございます。 

  それで、うちのほうでもそういった手法もある

なというのは認識したところでありまして、あと

は国のガイドラインをつくった財団のほうの登録

をしている業者さんというのは、本当に住民の方

に利用してもらうことを前提に登録をしていると

いうことなので、そこら辺をまずは現実的なとこ

ろでは活用できるほうがいいのかな、あとは議員

のご提案については次の段階なのかなと思って、

そこら辺も含めて検討会のほうで検討できればよ

ろしいかなと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひご検討をお願いいた

します。 

  こういった事業の中でも、やはり市民の方がこ

の事業所は参加をしてくれているのかどうか、Ａ

ＥＤがあるのかどうかというのがやはりわかりや

すくしていただいたほうがいいと思いますので、

ＡＥＤあります的な、こういった標章プレートを

窓に張って、事業所の見えるところ、通りのとこ

ろに張っていただくと、あっここにＡＥＤがある

というのがすぐに、一目でわかりやすいですので、

そういったことをやることによりまして、事業所

と市のイメージアップにもつながると思います。 

  やはり市民の命を守る意思を表示しているとい

うふうにも受け取られますので、そういった意思

を表示しているということで、経費がかかるとい

うことは先ほどご答弁をいただいたんですけれど

も、改めてＡＥＤを買って、事業所に置いてくだ

さいと市が買い上げてお願いをするのではなく、
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協力をお願いして事業所のほうにＡＥＤを設置し

てくださいということを言っていただいて、協力

いただけるところにプレートをつけるということ

ですので、経費的にはそれほどかからないと思い

ますが、そういった取り組みに対しても検討委員

会のほうでご検討いただけますでしょうか、お伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） これからの検討委

員会の中では、やはり検討するに当たっては那須

塩原市のＡＥＤの設置のあり方というところを検

討していくことになるかと思います。先ほど申し

上げた基準を定めるというところも含めて。それ

に当たっては、やはりほかの自治体等の事例なん

かも調査研究する必要が出てございますので、こ

の場ではプレートについて必ずやるとかそういう

ふうには申し上げられないのですが、検討の中で

進めることになるかと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解をいたしました。ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

  日本救急医療財団のホームページのマップに設

置状況が色分けをして、マップでここにあります

ということが明確にわかるようにマップができて

いるんですけれども、このＡＥＤが置いてあるマ

ークのところに色がついているんですね。それが

４段階の色になっていました。精度Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄと４段階になっております。Ａが一番安全です

よということで新規に設置をしてから２年の間、

黄色が２年から４年、赤が４年から６年、グレー

が６年以上ということで色分けをされているんで

すが、那須塩原市のマップを見たところ、赤が一

番多かったように見受けられました。 

  そういったところも含めまして、このマップを

利用しながら、またこれも検討委員会でのこれか

らの取り組みになっていくのだと思いますが、ち

ょっとその考えの一つに入れていただければと思

いますけれども、市民団体へ、例えば学校とかで

もいいと思います。小学生、中学生対象にしても、

また高齢者の方を対象にされてもいいのかと思い

ますが、まちのＡＥＤ探検隊的なものを結成して

いただいて、１年に一度でいいと思います、７月

１日がＡＥＤの日と定められているようですので、

そういった日なんかを利用しながら、まずマップ

の精度を上げていくような形での推進、自分たち

のまちを歩くことによって、歩いた市民の方も、

あっここにあるんだということで身近な設置場所

を確認できると思いますので、民間施設のご協力

をいただくような形にはなりますが、こういった

取り組みも徐々に進めていってはいかがかと思い

ますがどうでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） ＡＥＤ探検隊のご

提案をいただきました。ＡＥＤは、まず設置する

ことがあるんですけれども、設置されていても実

際活用されなければ意味がないものでございます。

それで今議員のご提案の子どもたちも含めて、我

がまちにあるＡＥＤの場所を確認するという事業

というか、そのご提案をいただいたんですけれど

も、ＡＥＤの活用についても、活用するには、や

はりどうやって利用するのかというところも講習

会等を受けている市民の方もたくさんいらっしゃ

るんですが、そこら辺の活用の仕方を含めた上で

の那須塩原市としてのＡＥＤの設置、活用につい

てというところも検討の中には入ってくるのかな

と思っております。 

  でも、それにつきましては那須塩原市の庁内の
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検討会議だけでは済まないところもありますので、

消防等も含めて関係機関、団体の協力とかも得る

ようになってくると思いますので、先ほど議員さ

んがまとめてくれたように、検討会の中で検討で

きればいいのかと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  続きまして、⑷番の質問に移ります。ＡＥＤの

一目でわかるマップの作成なんですが、先ほどの

ご答弁の中では市のホームページに掲載してあり

ますということでしたが、見たところ、ほかの表

示もたくさん出てフラッグが立っておりまして、

ＡＥＤだけを探すというのは、ちょっと見つけに

くいような状態だったなと感じました。 

  そこで１つ提案なのですが、長野県小諸市で小

諸もろもろマップというものを作成しております。

これは用途別にわかるような形で小諸市の中で何

がある、かにがある、例えばイベント情報だった

りとか、ここのところは事故が多いよとか、さま

ざまな情報がそのマップでわかるようになってお

りまして用途別になっております。 

  那須塩原市のホームページにありますのは、公

共施設のご案内だったりとか、そういったことが

フラッグを立てて重なるように出ています。もち

ろん延ばせばきちんとわかるんですが、一目でわ

かるということが大切だと思いますので、ＡＥＤ

のマップというものを取り出しで作成できないか

どうか、そこも提案をしたいのですが、お考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 小諸市の事例を上

げていただいて、どうもありがとうございます。

今のご提案につきましては、今後の参考にさせて

いただきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  本当に先ほどご答弁いただいた中でもありまし

たが、まちの中にＡＥＤをふやすということもも

ちろん大切なことではあるんですが、やはりＡＥ

Ｄに一度も触れたことがないと、さわるのも怖い

というのが現実あると思います。やはり三島市、

先ほど先例事例として上げさせていただきました

三島市の課題といたしましては、三島市はもうコ

ンビニエンスストアに設置されておりますし、市

内でもかなり多くのＡＥＤを設置されております。

その中で、じゃ何が課題なんですかということを

お尋ねしたところ、やはり利用できる人をふやす

ことだ、普及が大切だとおっしゃっておられまし

た。 

  ということは、やはり先ほどの部長のご答弁に

もあったように、ＡＥＤの普及講習会をさらに開

きながら、使える方をふやしていくということが

とても大切なものになってくるのかなと思います。

子どもたちも対象にして教室を開いていくという

ことも、家族を守る上で大切な知識となりますし、

また、地域間格差のないようなふうにしていかな

ければならないと思います。 

  やはりＡＥＤの設置場所、まちの中では多いけ

れども、山間部は少ないよね、この地域は田舎だ

から仕方ないよねということではなく、やはりあ

る程度網羅できるような形で、皆さんが共通認識

の中でできるような対策というものも大切だと思

いますので、そういったことも含めて、ぜひ検討

委員会でご検討いただければと思います。 

  以上でこの項の質問を終わりにいたします。 

  続きまして、２番に移ります。 
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  ２番、女性視点の防災対策の取り組みについて。 

  昨年４月に内閣府が策定した「避難所運営ガイ

ドライン」で、被災者の健康を維持するために避

難所の質の向上を目指すとあり、避難所を開設す

るだけにとどまらず、その質の向上に前向きに取

り組むことは被災者の健康を守り、その後の生活

再建への活力を支える基礎となると明記していま

す。 

  避難所の質の向上のためには、女性の視点も活

かしていく必要があります。防災対策に女性の視

点を反映させるため、地域や企業などの防災活動

の中核となる女性防災リーダーの育成が不可欠で

あり、防災分野でも女性が活躍することが必要で

あり、避難所での授乳や着がえの問題など細やか

な配慮の必要性に気づくことのできる女性ならで

はの視点を生かしながら、よりきめ細やかな災害

対策を進めていかなければなりません。 

  東日本大震災の女性のための支援に当たられた

方の声に、女性特有の健康問題に対する情報提供

の少なさや困難な清潔維持。ニーズに合わせた物

資の不足などの課題があったということでした。

避難持ち出しバッグに入れられるものにもライフ

サイクルによって必要なものが変わることなど、

男性には気づかないことが多くあると思います。 

  避難所生活の質の向上を図る必要があると考え

ることからお伺いをいたします。 

  ⑴「女性視点の防災ブック」の作成についてお

伺いします。 

  ⑵女性防災リーダーの育成についてお伺いしま

す。 

  ⑶避難所に指定されている体育館にテント導入

や女性・子どもの居場所づくりについてお伺いし

ます。 

  ⑷防災意識の普及啓発を図るため避難所運営ゲ

ーム（ＨＵＧ）を活用し、自主防災組織などへＨ

ＵＧを普及する考えがあるかお伺いいたします。 

  ⑸災害対応型マンホールトイレの設置について

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） ２の女性視点の防災対策

の取り組みについて、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の「女性視点の防災ブック」の作成

についてお答えをいたします。 

  現在のところ、女性の視点に特化をした防災ブ

ック等の作成をする計画はございません。 

  なお、各世帯に配布済みとなっております防災

ハザードマップ、その中には災害時の心得である

とか、非常持ち出し品などの情報を掲載しており

ますので、防災に役立つつくりとなっております。 

  次に、⑵の女性防災リーダーの育成についてお

答えをいたします。 

  本市では、地域や職場の防災リーダーとなる人

材の育成を目的として、平成25年度から防災士養

成事業に取り組んでいるところでございます。受

講者の推薦に当たっては、女性の受講を推奨して

いただきたいということで考えておりますし、お

願いをしております。現在までに資格を取得した

318人のうち女性が38人ということで、全体の約

12％となっているところです。 

  次に、⑶の避難所に指定されている体育館への

テント導入や女性・子どもの居場所づくりについ

てお答えをいたします。 

  那須塩原市避難所運営マニュアルにおきまして

は、女性用の更衣室や授乳場所につきましては、

避難所開設時に設置を配慮するスペースとしてお

ります。避難施設の更衣室や倉庫等を利用した個

室を想定しているところでありますので、現在の

ところテントの導入については考えておりません。 

  次に、⑷の防災意識の普及啓発を図るため自主
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防災組織などに避難所の運営ゲーム（ＨＵＧ）を

普及する考えはあるかについてお答えをいたしま

す。 

  ＨＵＧにつきましては、カードを使って避難所

で起こるさまざま出来事にどう対応していくかを

模擬体験をして、避難所の運営を学ぶことができ

るゲームであります。避難所の開設や運営に携わ

る者にとって大変有効なものと認識しております。 

  市の職員も県などの研修で体験をしております

し、また、自主防災組織の役員の皆様にも毎年度

行われます県主催の自主防災組織のリーダーの育

成研修会においてＨＵＧを体験していただいてお

ります。 

  大規模災害による長期避難ともなれば、避難所

の運営には地域の住民の参画は不可欠となること

でございますので、自主防災組織や防災資格取得

者に対しまして今後も研修会などの受講を促しま

して、体験の機会を提供したいと考えております。 

  最後に、⑸の災害対応型マンホールトイレの設

置についてお答えをいたします。 

  本市では避難所のトイレが使用できない場合や

数が足りない場合の備えといたしまして簡易トイ

レを備蓄しております。さらに不足するような場

合、また避難所開設が長期に及ぶような場合には、

可搬式の仮設トイレの設置により避難所のトイレ

を確保することとしておりますので、現在のとこ

ろ災害対応型のマンホールトイレ設置の具体的な

計画はございません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、順次再質問さ

せていただきます。 

  「女性視点の防災ブック」の作成ということで、

考えがございませんという今ご答弁をいただきま

したが、市の防災ハザードマップを見ますと、非

常持ち出し品のものが詳しく出ております。これ

が配布されたときに、私もこれは役立つ情報だな

というふうに正直そこは思いました。 

  親切だなと思ったのですが、やはり女性視点で

ということで考えたときに、ちょっと川崎市なん

ですが、作成している女性のための防災ブックと

いうものがホームページに掲載されておりました

ので、こちらをよく見てみましたところ、年代に

よって、やはり持ち出し物も違うんですね。また、

対処の仕方も違います。本市の持ち出しリストで

は、やはり足りないものもさまざまございました。 

  もう少しやはり研究したほうが、これでいいん

だということよりも、年代別となるとなかなか大

変かなとは思いますが、もう少し検討されたほう

がいいのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 川崎市の例を今お示しい

ただいたところですが、確かに議員おっしゃると

おりいろいろな形で災害時に持ち出すものという

のはそれぞれ違ってくるというふうに認識をして

おります。 

  今後、防災に関する周知啓発の資料等を作成す

る際に、やはり女性の方の意見、こういった考え

で整理したほうがいいとか、こういった持ち出し

物を準備したほうがいい、もちろん年代別のもの

とか、そういった意見をぜひ参考にさせていただ

いて、誰もがやはり利用できるような、例えば男

性の視点でも女性の目で見るとこういうことを訴

えているんだなというのが理解できる、男女共同

参画的な部分も含めて総合的につくっていくのが、

より効果的かなというふうには認識しております

ので、ただいまいただいた意見については、今後

参考にさせていただきたいと思います。 
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○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  例えばこういったハンドブックを作成して女性

の方に全部配布するとなると、これもまた経費も

かかってくると思いますので、ぜひ検討の中に出

て、いざつくるよとなったときには、まずはホー

ムページでいいと思います。ネットの中でまたア

プリとかで紹介をしていただいて、できれば独身

用、子育てママ用、シニア用というような形で、

生活を支える女性のために防災ブックといいます

か、そういったものを作成してホームページで紹

介をしていただいて、そこで反響を見た上で、や

はりハンドブックをつくったほうがというお話に

なったら作成の方向に検討していただければと思

いますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今ご提案のありました一

つの案を作成した後、ホームページ等で情報をい

ただくというようなことも確かに今後こういった

資料をつくる上での大切な参考になる部分になろ

うかと思いますので、今後作成するに当たりまし

て、その辺も含めて検討の材料にしたいというふ

うに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  続けて、⑵番と⑶番は関連しているので一括で

質問をいたします。 

  女性防災リーダーの育成についてお伺いをいた

しました。防災士の資格を取得した女性は38名で

全体の12％ということでした。女性の防災士に市

はどのような役割を担っていただきたいのか、も

しお考えがありましたらお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） まず防災士ということで、

やはり最初の答弁にもありましたように防災に関

して地域、また例えば職場であれば、そういった

中でのリーダーとして一定の資質を身につけた上

で有事の際、何らかの形をリーダーとしてとって

もらいたい。また、ふだんの生活の中から災害に

対する知識等について、やはり周りの方にどんど

ん情報を広げてほしいというのが、まず一つの狙

いがございます。 

  そういった中で、女性のリーダーに対する市と

して求めるものということなんですが、基本的な

資質を身につけた上で、やはり女性の視点で災害

時にはこういう対応をしたほうがより安全性があ

るとか、特に避難所運営の中で、女性の視点で運

営に当たってのいろいろな意見をいただくとか、

リーダーとしての資質をぜひ発揮していただきた

い、そういうような狙いを私どもとしては考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 避難所の中で女性のリー

ダーとして活躍をしていただきたいというご答弁

をいただきました。防災士として災害について学

び、地域に減災・防災を伝えて広めていってほし

いということも部長のほうからお話もありました

が、やはりこれはとても大切な役目になります。

いざ災害が起きたときに避難所の運営にやはり女

性が携わるということはとても大切で、今までは

女性はむしろ炊き出しというほうが中心になって、

運営というのは男性中心だったかと思います。 

  小さなお子さんを連れたお母さん、ママたちは

周りに迷惑をかけているのではという、そういっ

た気兼ねから、不足している救援物資があっても

言い出せなかったり、または介護にかかわる方も
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同じです。男性の役員の方には相談しにくいもの

もたくさんございますので、やはり3.11で避難さ

れた、それは女性の方のご意見でした。 

  そこで、避難所の中に女性の運営リーダーが存

在すれば、やはり相談もしやすくなりますし、細

かい配慮にも心配りができます。各小中学校の避

難所に指定されておりますが、各小中学校が一番

避難所としては利用されやすいかと思いますけれ

ども、そこに自治体として運営主体となる構成メ

ンバー、自主防災組織だったりとか、さまざまな

グループがございますが、必ず女性の方も複数人

含まれるように、例えば地域や自主防災組織に働

きかけていただいて、防災士の資格取得と防災に

関する会議などには入れていただくように、市か

らもう少し積極的な働きかけということも必要で

はないか考えますが、今後の考えをお伺いいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今ご提案がありましたと

おり、やはり仮に避難所に入らざるを得ないよう

なケースには女性の視点というのはやはり欠かせ

ないと思っております。また、避難所を運営する

に当たって自主防災組織のリーダーの方々とか、

やはり全体を取りまとめるような地元の方という

のがもちろん必要になってまいります。市として

も避難所の運営に当たる職員はもちろんいるわけ

ですが、そういった中で女性の方の視点をやはり

生かしながら、避難所の運営というのは重要にな

ってくると思いますので、今後いろいろな機会に

研修等がございますので、そういった中で、女性

の方の参加について積極的にかかわっていただく

ようお願いをしていきたいというふうに考えます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  そこで提案になりますが、女性の防災士、また

婦人防火クラブ、民生委員さん、また自主防災組

織の女性の役員、学校の先生、その他避難所の職

員、行政の防災担当、女性の職員など女性の防災

会議とか研修会を開き、リーダーとして育成を図

るというのはいかがでしょうか。 

  女性防災会議と称されるかと思いますが、そう

いった設立の提案をさせていただきたいのですが、

こういったお考えもございますか、お伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 女性防災会議ということ

で、女性の方々の集まりの中で防災をメーンにい

ろいろな研修を積んでいただくというようなこと

もあろうかと思いますが、正直今の段階で、そう

いうような組織を立ち上げるというような計画は

持っておりません。 

  今度の土曜日ですか、婦人防火クラブ等が防災

ということで黒磯公園のほうでいろいろな活動、

訓練を行うということもあります。そういった中

心になって動いている方々ともやはり今後情報交

換をしなければならないと思いますので、今後必

要に応じて、ただいまの提案については検討をし

ていく必要があろうかというふうには考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひ経験豊かな婦人防火

クラブの諸先輩の方々のご意見などもお伺いしな

がら、女性リーダーとして育成ということでかか

わっていけるような、またそうしたことによりま

して女性防災士ということも生きていくと思いま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  また、テントのお話に移らせていただきますが、
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テントを買う予定がないと、購入というか設置す

る予定がないということでした。このテント、確

かに個室、休憩室とか授乳室とか別な部屋であっ

たほうがいいと思いますが、そこも準備をしてい

るので大丈夫ということでしたけれども、まず、

そこがいっぱいになってしまった場合に、例えば

日常と違う避難所生活の中で、ストレスとかパニ

ックから大勢の人がいる中でお子さんが例えば騒

いでしまった場合、休憩室もそういった個室もそ

こもいっぱいであるといったときに、クールダウ

ンをするためにも、ここはやはり必要になってく

るのではないかと思いますが、そういったことも

考えた上での必要ないというご返答だったのかど

うかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 本市の指定避難所につき

ましては53カ所ほどあるわけなんですが、その大

半が体育館ということで指定をさせていただいて

おります。そういった中で体育館の中にはいわゆ

る物置的なものであるとか、個室が幾つかありま

す。そういったものを当面は利用したいというふ

うに考えておりますが、今ご質問があったように

本当に多くの避難の方が集まってくる、また子ど

もさんたちがなかなか長時間になると泣いてしま

ったりとか、いろいろなケースがあろうかと思い

ます。正直言いまして、避難に当たりましてはケ

ース・バイ・ケースで臨機応変に対応すべきとい

うふうに考えております。 

  例えば学校に付随する体育館を避難所にした場

合であっても、例えば教室を一部開放するとか、

いろいろなやり方があろうかと思いますので、現

在の段階では、個室はある程度確保することも可

能かと思っておりますので、当面テント等の購入

については、考えは持っていないというのが現状

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 行く行くまた検討いただ

ければと思いますので、この項の質問を終わらせ

ていただきます。 

  続きまして、⑷番、防災意識の普及啓発のため

の避難所運営ゲームのＨＵＧに関して普及が必要

だと思っておりますが、やはりＨＵＧを体験する

と避難所対応のシミュレーションができて、運営

の困難さやスピーディーに判断をするという難し

さがわかります。 

  先日、県の防災リーダー研修会におきまして手

伝いで参加をさせていただきましたが、残念なが

ら参加された方は男性だけでした。ＨＵＧを行う

ときに男性と女性混合で行うことによりまして、

男性と女性の意見が結構ぶつかるんですね。その

ぶつかり合いながらも話し合って運営をするとい

う、その避難所の困難さ、難しさがわかると思い

ます。 

  こういったＨＵＧを体験するということは今後

必要になってくるかな思うんですが、自主防災組

織などで普及を図るといった場合に、ぜひ女性の

方の参加も強く呼びかけていただけるように要望

をしたいのですが、ここはやはり自主防災組織内

でのお話になるので、ここでちょっと難しいのか

なと思いますが、働きかけというのはいかがでし

ょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） ＨＵＧということで、今

回質問をいただいて改めて読み方を振り返ってみ

たんですが、避難所運営ゲームの略だということ

で、それと抱きしめ合うということで、みんなで

カバーし合うというような意味合いが込められて

いるようなことが書いてございました。 
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  確かに一度私も経験してみたんですが、非常に

難しいです。いろいろなケースで避難される方が

来るというようなものを瞬時に判断をして、それ

をグループ内で意思統一をしながら配置していく

ということで、非常に勉強になったというふうに

思っております。 

  今後、自主防災組織の中で女性の方ももちろん

参加していただいていると思いますので、ぜひそ

の自主防災組織の皆様にＨＵＧを活用いただける

ように、今後集まり等があった際には、市のほう

からも積極的に活用の呼びかけをしていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  また、小中学校におきましても、小中学生を対

象に家族も含めて実施していくということも自助、

共助を学ぶ一環になると考えますが、例えば家庭

教育学級のプログラムの中に入れたりとか、育成

会やコミュニティーなどで取り入れていくような

ことも考えられると思いますが、そういったこと

も含めてちょっとご提案をいたしたいのですが、

市の考えのほうをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 家庭教育学級であるとか、

小中学校の防災のいわゆる勉強の一つとして活用

するということ、また育成会とかいろいろな形で

活用できるかと思いますので、関係機関と連携を

とりながら、活用についてぜひ検討していただき

たいということで呼びかけをしたいというふうに

考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  続きまして、⑸番の質問に移らせていただきま

す。災害対応型マンホールトイレの設置ですが、

先ほどご答弁の中に簡易トイレの備蓄台数とか可

搬式仮設トイレがあるということで、その台数を

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 簡易トイレにつきまして

は、各地域の避難所、いわゆる小学校の防災倉庫

等がありますが、そういったところ、また役所の

各本庁、支所、それと公民館、それぞれ設置をし

ておりまして、公民館には置いていないんですが、

それ以外のもので、全体で138基準備していると

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 138基というのは、簡易

トイレの備蓄台数でよろしいですか。 

  あともう一つ可搬式仮設トイレの台数がおわか

りになりましたらお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 可搬式の仮設トイレにつ

きましては、例えば避難所の状況に応じて別途準

備をするということで、現時点では準備はしてお

りません。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解をいたしました。 

  先日、実施しました防災訓練で想定したような

大規模災害、震度６強の地震が起きたということ

で設定した場合でマンホールトイレということで

再質問したいのですが、トイレというのはとても

大事なものでして、東日本大震災の際は避難して

から３時間、発生から３時間後にトイレに行きた

くなったという声もありました。トイレが運ばれ

てくるのを待つよりも避難場所ですぐに設置でき
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たほうがベストではないかと思います。 

  先ほどありました簡易トイレの備蓄台数は138

基あるということですが、避難所のトイレの初動

対応の流れといたしましては、最初に携帯トイレ、

先ほどの簡易トイレの設置をした後に活用して、

その後にマンホールトイレを迅速に設置をして、

その後に先ほど言った可搬式仮設トイレを調達す

るということが、やはりトイレを設置する中にお

いてはスムーズな流れになると思います。 

  これは国交省のマンホールトイレ整備運用のた

めのガイドラインに載っていた手順になるんです

けれども、こういった国のほうでもマンホールト

イレを下水管につなげて直接、やはり用を足せる

ということで国のほうでも補助する制度がありま

すが、こういった補助や何かも使いながら、小さ

な避難所というよりも利用者が多そうな大きな避

難所にまずは１カ所、２カ所設置するということ

も考えられないかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 現在、市で指定している

避難所53カ所のうち、屋内、屋外それぞれトイレ

がないところというのは実は１カ所でございます。

基本的には大半の避難施設にはトイレがあるとい

うことでございます。 

  ただ先ほど議員おっしゃられたように、震度６

強ということで非常に大きな震災が発生した場合

にマンホールトイレというのは確かに有効な設備

であろうと思います。１つ大きな点としては、そ

ういう大きな地震が来たときに、果たして下水道

が機能しているかどうかというのもやはり考えな

ければならない。そういったのも一つの視点にな

ろうかと思います。 

  質問の中にありました一つのモデルとして、国

等の制度を活用しながら、どこか設置してみては

ということでございますが、なかなかマンホール

が本当に避難所の使いやすい場所にあるところが

果たしてどこにあるのか、ちょっと調べておりま

せんので、この時点で、じゃモデル的にどこかや

ってみようという答えにはちょっとならないとい

うのが現実でございますが、今後そういったもの

が活用できるかどうかについては、検討の一つと

して記憶の中にはとどめておきたいと思っており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 現在調べていないので記

憶の中にとどめていただけるそうなので、ぜひ記

憶にとどめていただいて、調べていただければと

思います。 

  こういった熊本地震の中でもこのマンホールト

イレがとても活用されたそうです。というのは、

これは段差がないトイレになっていますので、障

害を持っている方も車椅子の方もとても利用勝手

がいいものとなっておりまして、確かに下水の問

題もございます。これはプールの水を使ったりと

か、雨水をためておくような貯水槽をつけて、そ

こから流すというような方法もございますので、

いろいろなやり方があると思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

  また、きのうお話のありました新野球場の建築

中ということで、そこは避難所に当たるというこ

とでしたが、こういったところでも避難所として

使うのであれば、これから建築するようであるん

でしたらば、やはり検討していただければ思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 昨日の質問の中でありま

した野球場の防災関係の施設については、災害用

の井戸の設置ということで整備を進めているもの
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でございまして、災害用のマンホールトイレとい

うことになりますと、改めていわゆる汚水管のマ

ンホールで、本当にトイレとして機能するかどう

か、その辺を検討しなければならないということ

もありますし、改めて今後整備をするということ

に当たっては、ちょっと難しいかなというふうに

は思っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。 

  ぜひ市内の状況を見ながら、今後検討の一つと

して考えていただければと思います。 

  以上でこちらの項を終了させていただいて、次

に３番、地域の見守りについてに移ります。 

  ３番、地域の見守りについて。 

  地域の見守り活動を推進していく中、地域と市

の連携、特に情報共有をどのように図っていくの

か、また避難行動要支援者の把握を含めて地域の

見守りを推進するために、以下についてお伺いい

たします。 

  ⑴地域の見守りにつなげるための施策について

お伺いします。 

  ⑵避難行動要支援者をどのように把握をしてい

るかお伺いします。 

  ⑶事業所との見守り連携協定締結の考えについ

てお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 公明クラブ、星宏子議員の地

域の見守りについてのご質問に順次お答えをいた

します。 

  初めに、⑴の地域の見守りにつなげるための施

策についてお答えをいたします。 

  本市では、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ

の世帯などで何らかの手助けを必要としている方

が住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよ

う、住民による見守り及び生活支援等の支援体制

を構築する地域住民助け合い事業を実施しておる

ところであります。内容といたしましては、市内

の公立公民館地区に事業のサポート役であります

地域支え合い推進員を配置し、自治会ごとに地域

住民による見守り活動組織を設立するものであり

まして、現在10カ所の公民館地区に地域支え合い

推進員を配置し、43カ所の自治会において見守り

活動等を行っている状況にございます。 

  次に、⑵の避難行動要支援者をどのように把握

しているのかについてお答えをいたします。 

  避難行動要支援者の要件を満たす対象者につき

ましては、高齢者台帳、要介護認定台帳、障害者

手帳関係台帳、住民基本台帳など各部局が保有し

ております情報を集約し把握をしているところで

あります。また難病患者等、市が所管をしていな

い情報につきましても、関係機関に対し情報提供

を求め把握をしているところであります。 

  最後に、⑶の民間施設との見守り連携協定締結

の考えについてお答えをいたします。 

  民間施設との見守り連携協定につきましては、

平成29年９月１日、４日ほど前でございますが、

郵便局と包括連携に関する協定を締結したところ

であります。高齢者、障害者及び子ども等につい

て見守りの連携を開始しているところであります。

また、他の民間施設との連携については、先進自

治体を参考に、今後検討していきたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 続けて質問させていただ

きます。 

  実際に今実施をしている見守り活動をされてい

る方たちから意見や感想などがあったら、お聞か

せいただきたいと思います。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 実際に見守り活動

をしている方からの感想や意見ということなんで

すけれども、いろいろやはり見守り活動を続けて

いきますと、実際安否の確認だけではなくて、こ

ういった手助けもしたほうがいいんじゃないかな

とかということが出ている自治会があって、実際

に活動に及んでいるところ、始まっているところ

もあると聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） やはり動き出すといろい

ろな、さまざまなご意見が出るかと思います。気

づきの点もたくさんあると思います。 

  設立されていない自治会に関しては、まだでき

ていない理由とか、アドバイスをしたりとか、地

域の現状の声を聞いているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 地域住民助け合い

事業と銘打って27年度から５年間を通じて15の公

民館にそれをサポートする臨時職員を置いて、地

域づくりをしていこうという事業なんですけれど

も、社会福祉協議会のほうに委託をして事業のほ

うを進めておりまして、事業を進めるに当たって

は社協の職員が中心になっておりますが、もちろ

ん地域包括支援センターの職員であったりとか、

民生委員さんなんかも地域によってはかかわって

いただいているところでございます。 

  一応５年間で進めていくというところでありま

して、まず実際、今年度までは10カ所の公民館に

サポートの職員を置くという形で事業展開してい

るところなんですが、今年度に東那須野公民館が

サポートの職員を置くというところの対象地域に

なっているんですけれども、ここら辺なんかは自

主的に社協の職員とか地域に出向いてお話をする

前に、その方々が見守りの組織を立ち上げて活動

が始まっているところでございまして、そんなこ

とも含めて、社協の職員もいろいろな手法で自治

会長さんのほうを訪れたりとかしながら事業の理

解を求めていると聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。こち

らのほうも着々と進んでいるということで、わか

りました。 

  続きまして、⑵番のほうの質問に移らせていた

だきます。 

  避難行動の把握ということで、要支援者の避難

行動支援者援護マニュアルがございますので、こ

ういったことで、７ページに同意確認ということ

がありますが、同意数などが把握できていました

ら、数のほうをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 一応昨日現在とい

うところなんですけれども、同意の回答を得てい

る件数でございますが、3,804名の方から同意を

得てございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 3,804名の方の同意とい

うことで、やはり同意しない方と返信がない方も

いらっしゃるかと思いますが、そういった同意し

ない方々に対しての今後のアプローチはどのよう

にしていくのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） まず、この事業の
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対象者、避難行動要支援者の方々、まず一番多い

のが高齢者の方というところがございます。高齢

者の方で、うちの実家なんかを見ますと、通知が

届いて、役所からだから大切なものなんだろうな

と思っても、なかなか封を切ること自体をためら

っちゃう。それからいざ封を切ると文字が書いて

あるので、読むのにもう嫌になっちゃうというと

ころで、私と娘のところに来たり、同居の兄とか

がいますと読んでちょうだいということでなって

いるところですが、ほかの職員に聞いても、そん

なところの実態が見受けられますので、そんなと

ころを考えますと、まず回答がない方につきまし

ては、果たして読んでいるのかというところもご

ざいますので、１回目に出した通知とちょっと違

った形で工夫を凝らして、再度通知のほうを差し

上げたいなというところと、それから最初のとき

にもご協力を求めたところなんですが、再度民生

委員さんとか地域包括支援センターの方であった

り、あと在宅の高齢者の方などでケアマネさんが

ついていたりもしますので、そういう関係者の方

にもまたご協力を求めながら、回答がまだない方

について何らかの形の返答をもらうようにしてい

きたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひそういったフォロー

アップのほうをよろしくお願いいたします。確か

に役場からの手紙、何が書いてあるのか難しくて

わからないわということは、私も相談を受けたこ

とがありましたので、よろしくお願いいたします。 

  このマニュアルにおきまして、11番のほうのフ

ロー図なんですが、現在の進捗状況を伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 進捗状況というこ

とでございますが、まず同意をもらうというとこ

ろで、次は実際に名簿を作成して個別の計画をつ

くっていくというところでございますが、今現在

は名簿の同意をいただいている最中でございます

ので、名簿の作成を進めているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。 

  災害時、やはり大規模災害が起きたときに援護

の必要な人たちというのは、避難をするにもとて

も時間がかかると思います。そこでお伺いをした

いのですが、きのうも会派代表のほうで質問があ

りましたが、タイムラインを作成して、早目早目

の対応を考えられないかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） タイムラインをつ

くってはどうかというご提案なんですけれども、

一応マニュアルのほうでは、そこら辺までまだ触

れてございませんので、今後の検討ということで

ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いしま

す。 

  その検討の中で、ＡＥＤの中でも提案しました

が、マップ作成ということでは福祉避難所の場所

のほうもマップのほうでホームページで紹介をし

ていただければと思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

  現在、高齢化が大変進んでおりまして、要支援

者がふえる一方、自治会の加入率というのが下が

っております。また近所づきあいも徐々に遠のい

ていってしまっている方もいると思いますが、名
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簿登録の対象になる方は、今後ふえることはあっ

ても減ることはございません。一人一人を把握し、

個別計画を立てていくことは、とても根気の要る

作業となってまいります。市と自治会、自主防災、

民生委員等、関係する方は連携を密にしていく必

要があると思います。 

  大規模災害発生時、この名簿がしっかりとシス

テムが起動するよう対策と配慮を希望しお願いを

して、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で８番、星宏子議員

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０４分 

 

 

 


